
第５５５回（令和７年度第６回） 

鳥取地方最低賃金審議会次第 

 

日時 令和８年３月 13日（金） 16時 00分～ 

場所 鳥取労働局 ４階大会議室 

 

 

１ 開 会 

 

２ 議 事 

（１）鳥取地方最低賃金審議会運営規程及び鳥取地方最低賃金審議会最低賃金専門

部会運営規程の一部改正について 

 

（２）令和７年度最低賃金の改正決定状況等について 

 

（３）鳥取県特定（産業別）最低賃金の改正等に関する意向表明について 

 

（４）令和８年度鳥取地方最低賃金審議等について 

 

（５）その他 

   ア 令和８年度事業場視察の実施について 

イ その他 

 

３ 閉 会 
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鳥取地方最低賃金審議会事業場視察実績

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱
（令和７年12月16日一部改正）
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令和７年度地域別最低賃金改定状況

令和７年度特定最低賃金の審議・決定状況

特定（産業別）最低賃金の改正に関する意向表明について
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第 58期鳥取地方最低賃金審議会委員名簿 
任期：令和７年４月１日～令和９年３月 31日 

令和８年１月 15日現在（五十音順） 

区分 
ふりがな
氏  名 現     職 

公 

 

益 

 

代 

 

表 

 石川
いしかわ

 真澄
ま す み

  公立鳥取環境大学経営学部 副学長補佐 

 木原
き は ら

 奈
な

穂子
ほ こ

 国立大学法人鳥取大学農学部 准教授 

 佐藤
さ と う

 匡
まさし

 国立大学法人鳥取大学地域学部 准教授 

道前
どうまえ

 緑
みどり

 学校法人藤田学院鳥取短期大学生活学科 教授 

中
なか

野
の

 聡
さとし

 中野社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 

労 

 

働 

 

者 

 

代 

 

表 

 淺山
あさやま

 里奈
り な

 ＵＡゼンセン鳥取県支部 支部長 

 寺田
て ら だ

 真理
ま り

  日本労働組合総連合会鳥取県連合会 副事務局長 

 森
もり

 由
ゆ

香里
か り

 フード連合山陰地区協議会 事務局長 

 山崎
やまさき

 睦
まこと

 全日本運輸産業労働組合連合会鳥取県連合会 執行委員長 

 山下
やました

 浩二
こ う じ

 日本労働組合総連合会鳥取県連合会 副事務局長 

使 

 

用 

 

者 

 

代 

 

表 

池谷
いけたに

 勇
ゆう

治
じ

 鳥取県商工会連合会 理事 

 西村
にしむら

 知巳
と も み

 一般社団法人鳥取県経営者協会 専務理事 

 花原
はなばら

 秀明
ひであき

 一般社団法人Ｈ＆Ｃ 代表理事 

 福嶋
ふくしま

 登美子
と み こ

 鳥取商工会議所女性会 理事 

 米原
よねはら

 正明
まさあき

  鳥取県中小企業団体中央会 副会長 
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鳥取地方最低賃金審議会運営規程 

昭和３４年７月２０日       

（鳥取地方最低賃金審議会第１回会議にて議決） 

（規程の目的） 

第１条 この規程は、鳥取地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）の議事運営に関

し、最低賃金法及び最低賃金審議会令に定めるもののほか、必要な事項について定めるも

のである。 

 

（会議の招集） 

第２条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要と認めたときのほか、鳥取

労働局長(以下「局長」という。）、５人以上の委員又は労働者代表委員、使用者代表委員

及び公益代表委員各１人以上の委員から開催の請求があったとき、会長が招集する。 

２ 前項の規定により局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、付議事項及

び希望期日を少なくとも当該期日の１週間前までに、会長に通知しなければならない。 

３ 会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、少なくとも

３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、局長に通知するもの

とする。 

 

（小委員会） 

第３条 会長は、審議会の議決により、特定の議案について事実の調査をし、又は細目にわ

たる審議を行うため、委員を指名して小委員会を設けることができる。 

 

（テレビ会議システムによる委員の出席、病気等による委員の欠席） 

第４条 委員は、会長が必要であると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音声の送

受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができるシステムをいう。次項

において同じ。）を利用する方法によって会議に出席することができる。 

２ テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、審議会令第５条第２項及び

第３項に規定する会議への出席に含めるものとする。 

３ 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときには、その旨を会長に通知

しなければならない。 

４ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらかじめ会長に通知し

なければならない。 

 

（会議の議事） 

第５条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 委員は、会議において発言しようとするときには、会長の許可を受けるものとする。 

３ 審議会は、会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴くこと

ができる。 
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（会議の公開） 

第６条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に

支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれ

がある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ

がある場合には、会長は、会議を非公開とすることができる。 

２ 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとる

ことができる。 

３ 公開については、別に定める鳥取地方最低賃金審議会の会議公開事務処理要領によるも

のとする。 

 

（議事録及び議事要旨） 

第７条 会議の議事については、議事録を会長及び会長の指名した労働者代表委員並びに使

用者代表委員の各１人の確認を得たうえで作成するものとする。 

２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開する。ただし、公開することにより、個人情

報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害さ

れるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわ

れるおそれがある場合には、会長は、議事録及び会議の資料の全部又は一部を非公開とす

ることができる。 

３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

４ 前３項の規程は、小委員会について準用する。 

 

（意見及び建議の提出） 

第８条 会長は、審議会において議決を行ったときは、答申書、建議書又は議決書を局長に

提出するものとする。 

 

（規程の改廃） 

第９条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 

 

附 則 （平成８年３月２９日） 

  第６条から第８条までの改正規程は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則 （平成９年１２月１５日） 

  第７条第２項の改正規程は、平成９年１２月１５日から施行する。 

附 則 （平成１３年５月９日） 

  第１条、第２条、第５条から第８条までの改正規程は、平成１３年５月９日から施行す

る。 

附 則 （平成１６年８月２４日） 

  第６条、第７条の改正規程は、平成１６年９月１０日から施行する。 

附 則 （平成２２年７月５日） 

  第１条から第８条までの改正規程は、平成２２年７月５日から施行する。 
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附 則 （令和４年３月１１日） 

  第１条、第４条、第６条及び第７条の改正規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 （令和８年３月１３日） 

  第６条の改正規程は、令和８年４月１日から施行する。 

5



鳥取地方最低賃金審議会運営規程 

昭和 34 年７月 20 日 

（鳥取地方最低賃金審議会第１回会議にて議決） 

（規程の目的） 

第１条 この規程は、鳥取地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）の議事運営に関 

し、最低賃金法及び最低賃金審議会令に定めるもののほか、必要な事項について定め

るものである。 

 

（会議の招集） 

第２条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が必要と認めたときのほか、鳥取 

労働局長(以下「局長」という。）、５人以上の委員又は労働者代表委員、使用者代表

委員及び公益代表委員各１人以上の委員から開催の請求があったとき、会長が招集

する。 

２ 前項の規定により局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、付議 

事項及び希望期日を少なくとも当該期日の１週間前までに、会長に通知しなければ

ならない。 

３ 会長は、会議を招集しようとするときには、緊急やむを得ない場合のほか、少なく 

とも３日前までに、付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、局長に通知

するものとする。 

 

（小委員会） 

第３条 会長は、審議会の議決により、特定の議案について事実の調査をし、又は細目にわ 

たる審議を行うため、委員を指名して小委員会を設けることができる。 

 

（テレビ会議システムによる委員の出席、病気等による委員の欠席） 

第４条 委員は、会長が必要であると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音声の送 

受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができるシステムをいう。

次項において同じ。）を利用する方法によって会議に出席することができる。 

２ テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、審議会令第５条第２ 

項及び第３項に規定する会議への出席に含めるものとする。 

３ 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときには、その旨を会長に 

通知しなければならない。 

４ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらかじめ会長に通 

知しなければならない。 
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（会議の議事） 

第５条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 委員は、会議において発言しようとするときには、会長の許可を受けるものとする。 

３ 審議会は、会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を聴く 

ことができる。 

 

（会議の公開） 

第６条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に 

支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害される

おそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわ

れるおそれがある場合には、会長は、会議を非公開とすることができる。 

２ 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置を 

とることができる。 

３ 公開については、別に定める鳥取地方最低賃金審議会会議公開事務処理要領によ 

るものとする。 

 

（議事録及び議事要旨） 

第７条 会議の議事については、議事録を会長及び会長の指名した労働者代表委員並びに 

使用者代表委員の各１人の確認を得たうえで作成するものとする。 

２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開する。ただし、公開することにより、個 

人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不

当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性

が不当に損なわれるおそれがある場合には、会長は、議事録及び会議の資料の全部又

は一部を非公開とすることができる。 

３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

４ 前３項の規程は、小委員会について準用する。 

 

（意見及び建議の提出） 

第８条 会長は、審議会において議決を行ったときは、答申書、建議書又は議決書を局長に 

提出するものとする。 

 

（規程の改廃） 

第９条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 

 

附 則 （平成８年３月 29 日） 

  第６条から第８条までの改正規程は、平成８年４月１日から施行する。 
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附 則 （平成９年 12月 15 日） 

  第７条第２項の改正規程は、平成９年 12 月 15 日から施行する。 

附 則 （平成 13年５月９日） 

  第１条、第２条、第５条から第８条までの改正規程は、平成 13年５月９日から施行する。 

附 則 （平成 16年８月 24日） 

  第６条、第７条の改正規程は、平成 16年９月１０日から施行する。 

附 則 （平成 22年７月５日） 

  第１条から第８条までの改正規程は、平成 22年７月５日から施行する。 

附 則 （令和４年３月 11 日） 

  第１条、第４条、第６条及び第７条の改正規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 （令和８年３月 13 日） 

  第６条の改正規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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鳥 取 地 方 最 低 賃 金 審 議 会  

最低賃金専門部会運営規程 

令和５８年９４月１３１日改正 

 

（目 的） 

第１条 鳥取地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）に設置する専門部 

   会（以下「専門部会」という。）の議事運営は、最低賃金法（昭和３４年 

   法律第１３７号）及び最低賃金審議会令（昭和３４年政令第１６３号） 

   に定めるもののほか、必要な事項について定めるものである。 

 

（名 称） 

第２条 専門部会には、それぞれの担当する最低賃金の件名を冠する。 

 

（会議の招集） 

第３条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が必要と認めたと 

   きのほか、鳥取労働局長（以下「局長」という。）、３人以上の委員から 

   開催の請求があったとき、部会長が招集する。 

  ２ 前項の規程により局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合 

   には、付議事項及び希望期日を少なくとも当該期日の１週間前までに､部 

   会長に通知しなければならない。 

  ３ 部会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合の 

   ほか、少なくとも３日前までに付議事項、日時及び場所を委員に通知す 

   るとともに、局長に通知するものとする。 

 

（テレビ会議システムによる委員の出席、病気等による委員の欠席） 

第４条 委員は、部会長が必要であると認めるときは、テレビ会議システム（映 

   像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話すること 

   ができるシステムをいう。次項において同じ。）を利用する方法によって 

   会議に出席することができる。 

  ２ テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、最低賃金 

   審議会令第６条第６項に規定する会議への出席に含めるものとする。 

  ３ 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときには、そ 

   の旨を部会長に通知しなければならない。 

  ４ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらか 

   じめ部会長に通知しなければならない。 
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（会議の議事） 

第５条 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

  ２ 委員は、会議において発言しようとするときは、部会長の許可を受け 

   るものとする。 

  

 ３ 専門部会は、部会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明 

   又は意見を聴くことができる。 

 

（会議の公開） 

第６条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人 

   情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利 

   利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しく 

   は意志決定の中立性が不当に侵害されるおそれがある場合には、部会長 

   は、会議を非公開とすることができる。 

  ２ 部会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるな 

   ど必要な措置をとることができる。 

  ３ 公開については、別に定める鳥取地方最低賃金審議会会議公開事務処

理要領によるものとする。 

 

（議事録及び議事要旨） 

第７条 会議の議事については、議事録を部会長及び部会長の指名した労働者代 

   表委員並びに使用者代表委員の各１人の確認を得たうえで作成するものとす 

   る。 

  ２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開する。ただし、公開するこ 

   とにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若し 

   くは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意 

   見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場 

   合には、部会長は、議事録及び会議の資料の全部又は一部を非公開とす 

   ることができる。 

  ３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとす 

   る。 

 

（報告書の提出） 

第８条 部会長は、会議において議決を行ったときには、報告書をその都度、 

   議決書を鳥取地方最低賃金審議会長に提出するものとする。 
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（専門部会の廃止） 

第９条 各専門部会は、その専門部会に係る最低賃金についての審議会の意見 

   に関する異議の申出期間が満了したときをもって、これを廃止する。 

 

（雑 則） 

第 10条  この規程に定めるもののほか、議事及び運営に関し必要な事項は、 

    専門部会の議決に基づいて行う。 

 

（規程の改廃） 

第 11条 この規程の改廃は、鳥取地方最低賃金審議会の議決に基づいて行う。 

 

附 則 （平成８条３月２９日） 

 第６条から第８条までの改正規程は、平成８年４月１日から施行する。 

 

附 則 （平成９年１２月１５日） 

 第７条第２項の改正規程は、平成９年１２月１５日から施行する。 

 

附 則 （平成１３年５月９日） 

 第１条、第２条、第５条から第８条の改正規程は、平成１３年５月９日から 

施行する。 

 

附 則 （平成１６年８月２４日） 

 第６条、第７条の改正規程は、平成１６年９月１０日から施行する。 

 

附 則 （平成２２年７月５日） 

 第１条、第２条、第３条、第４条から第６条及び第９条の改正規程は、平成 

２２年７月５日から施行する。 

 

附 則 （令和４年３月１１日） 

 第７条の改正規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 （令和５年９月１３日） 

 第４条の改正規程は、令和５年９月１３日から施行する。 

 

附 則 （令和８年３月 13日） 

 第６条の改正規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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鳥取地方最低賃金審議会最低賃金専門部会運営規程 

令和８年４月１日改正 

（目 的） 

第１条 鳥取地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）に設置する専門部会（以下「専 

門部会」という。）の議事運営は、最低賃金法（昭和 34年法律第 137 号）及び最低賃

金審議会令（昭和 34 年政令第 163 号）に定めるもののほか、必要な事項について定

めるものである。 

 

（名 称） 

第２条 専門部会には、それぞれの担当する最低賃金の件名を冠する。 

 

（会議の招集） 

第３条 専門部会の会議（以下「会議」という。）は、部会長が必要と認めたときのほか、 

鳥取労働局長（以下「局長」という。）、３人以上の委員から開催の請求があったとき、

部会長が招集する。 

  ２ 前項の規程により局長又は委員が会議の開催を請求しようとする場合には、付議 

事項及び希望期日を少なくとも当該期日の１週間前までに､部会長に通知しなけれ

ばならない。 

  ３ 部会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合のほか、少なく 

とも３日前までに付議事項、日時及び場所を委員に通知するとともに、局長に通知す

るものとする。 

 

（テレビ会議システムによる委員の出席、病気等による委員の欠席） 

第４条 委員は、部会長が必要であると認めるときは、テレビ会議システム（映像と音声の

送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができるシステムをい

う。次項において同じ。）を利用する方法によって会議に出席することができる。 

  ２ テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、最低賃金審議会令第

６条第６項に規定する会議への出席に含めるものとする。 

  ３ 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときには、その旨を部会長

に通知しなければならない。 

  ４ 委員は、旅行その他の事由によって長期間不在となるときは、あらかじめ部会長に

通知しなければならない。 

 

（会議の議事） 

第５条 部会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

  ２ 委員は、会議において発言しようとするときは、部会長の許可を受けるものとする。  
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  ３ 専門部会は、部会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を 

聴くことができる。 

 

（会議の公開） 

第６条 会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に 

支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害される

おそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に侵害さ

れるおそれがある場合には、部会長は、会議を非公開とすることができる。 

  ２ 部会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置 

をとることができる。 

３ 公開については、別に定める鳥取地方最低賃金審議会会議公開事務処理要領によ 

るものとする。 

 

（議事録及び議事要旨） 

第７条 会議の議事については、議事録を部会長及び部会長の指名した労働者代表委員並 

びに使用者代表委員の各１人の確認を得たうえで作成するものとする。 

  ２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開する。ただし、公開することにより、個 

人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不

当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性

が不当に損なわれるおそれがある場合には、部会長は、議事録及び会議の資料の全部

又は一部を非公開とすることができる。 

  ３ 議事録を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

 

（報告書の提出） 

第８条 部会長は、会議において議決を行ったときには、報告書をその都度、議決書を鳥取 

地方最低賃金審議会長に提出するものとする。 

 

（専門部会の廃止） 

第９条 各専門部会は、その専門部会に係る最低賃金についての審議会の意見に関する異 

議の申出期間が満了したときをもって、これを廃止する。 

 

（雑 則） 

第 10条 この規程に定めるもののほか、議事及び運営に関し必要な事項は、専門部会の議 

決に基づいて行う。 
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（規程の改廃） 

第 11条 この規程の改廃は、鳥取地方最低賃金審議会の議決に基づいて行う。 

 

附 則 （平成８条３月 29 日） 

  第６条から第８条までの改正規程は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則 （平成９年 12月 15 日） 

  第７条第２項の改正規程は、平成９年 12 月 15 日から施行する。 

附 則 （平成 13年５月９日） 

  第１条、第２条、第５条から第８条の改正規程は、平成 13 年５月９日から施行する。 

附 則 （平成 16年８月 24日） 

  第６条、第７条の改正規程は、平成 16年９月 10日から施行する。 

附 則 （平成 22年７月５日） 

 第１条、第２条、第３条、第４条から第 6条及び第９条の改正規程は、平成 22 年７月

５日から施行する。 

附 則 （令和４年３月 11 日） 

  第７条の改正規程は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則 （令和５年９月 13 日） 

  第４条の改正規程は、令和５年９月 13日から施行する。 

附 則 （令和８年３月 13 日） 

  第６条の改正規程は、令和８年４月１日から施行する。 
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鳥取地方最低賃金審議会会議公開事務処理要領  

 

 本この事務処理要領は、鳥取地方最低賃金審議会及び専門部会の会議の公開に

関しについて、鳥取地方最低賃金同審議会運営規程（以下「規程」という。）及

び同審議会最低賃金専門部会運営規程の定めによるほか、第６条に基づき公開す

るにあたり、手続き等を定めたものである。その具体的な取扱について定める。 

 

１ 事前対応 

(１) 会議開催日の概ね10日前に以下について鳥取労働局掲示板及びホームペー

ジに、別紙１により公示を行なうこと。 

   ・ 日時 

   ・ 場所 

   ・ 議題 

   ・ 傍聴者定員 

   ・ 傍聴者募集要領等 

   申し込み締切りは、抽選のある場合を考慮して休日を除く３会議開催日の

２日前（その日が閉庁日の場合はその直前の開庁日）までとする。 

(２) 電話照会には公示以降対応すること。 

(３) 申し込み締切り時点で、申し込み者が募集人員をオーバーした場合は、事

  務局で無作為に抽選し傍聴人を決定すること。  

(４) 決定した傍聴人に対し審議会会議開催日の２１日前までに連絡すること。  

 

２ 当日の対応 

(１) 別紙２により傍聴人名簿を作成の上、傍聴人に対し名簿と同一番号の傍聴

  整理券別紙３を受け付けにて配布すること。傍聴席にも番号を振出し、傍聴

  人名簿と同一番号の傍聴人席に着席させること。 

(２) 傍聴人に対して、「審議会傍聴に当たっての遵守事項傍聴される方の注意事

項」（別添）を配布すること。なお、遵守注意事項に反している者など妨害

者に対しては、遵守注意事項を説明の上、その行為を口答でやめさせる他、

必要に応じて別紙４の書面により退去要求を行なうこと。 

(３) 審議会会議開会５分前に、傍聴人に対し、審議会事務局から改めて遵守注

意事項の説明を行なうこと。 

 

３ 事後対応 

  規程第７条に基づく議事録等の公開については、開催後３０日以内を目処と

 する。
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          平成令和○○年○○月○○日 

 

第○○○回鳥取地方最低賃金審議会（専門部会）の開催について 

 

標記の会議を下記のとおり開催します。 

傍聴を希望される方は下記５の傍聴者募集要領によりお申し込みください。  

 

                  記 

 

１ 日 時  平成令和○○年○○月○○日（○）○○時○○分～○○時○○分 

２ 場 所  ○○○○○○○○     

３ 議 題  ○○○○○○○○ 

４ 傍聴者定員６人（会場の都合により変更することがある）若干名（抽選制） 

５ 傍聴者募集要領 

(１) 傍聴希望者は、傍聴希望者ごとにはがき又はファックスにて傍聴を希望さ

れる審議会の開催日の他、所属、氏名、住所、及び電話番号を御記入の上、

下記宛に平成○○年○○月○○日（必着）までにお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

(２) 会場収容人員に限りがございますので、希望者多数の場合には抽選とさせ

ていただきます。 

(３) 応募の結果、傍聴いただける方には、電話で連絡いたします。  

(４) 当日は、審議会開催の５分前までにお越しください。審議会開始後の入室

は認められませんので御注意ください。 

   なお、事前に御応募いただいた御本人であることを確認させていただく場

合がございますので、当日は御本人であることがわかるものをお持ちくださ

い。 

６ その他 

 ・ 傍聴される場合は、別添の遵守事項を厳守してください。  

 ・ 車椅子をお使いになられる方はその旨お申し込みの際にお書き添えください。又、

介助の方がいらっしゃる場合は、その方の御氏名も併せてお書き添えください。 

 

 

 

 

 はがきの場合：〒６８０－８５２２  

        鳥取市富安２丁目８９－９ 

        鳥取労働局 労働基準部 賃金室 宛 

 ファックスの場合：０８５７－２３－２４２３  

        鳥取労働局 労働基準部 賃金室 宛 

 

別紙 １ 
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（１）傍聴を希望される方は、別添の傍聴申込書を記入して申込先にお申し込みくださ

い。 

〔申込先〕 

   〒680-8522 鳥取市富安２丁目 89-9 鳥取労働局 労働基準部 賃金室 

   メールアドレス：tottori-shingikai@mhlw.go.jp 

   ※電話でのお申し込みは御遠慮ください。 

 

（２）申込締切 

   令和○年○月○日（○）○時○分（必着） 

   会場の収容人数には限りがあるため、希望者が多数の場合には抽選となりますの

で御了承ください。当落の御連絡を電話又は電子メールにて行います。 

   ※ 当日は、開催時刻の５分前までに上記の会議室に直接お越しください。入場

の際、受付にて本人確認をさせていただく場合がございますので、写真付身

分証明書（免許証、マイナンバーカード、社員証、パスポート等）を御持参

ください。 

   ※ 車椅子で傍聴を希望される方は、その旨お書き添えください。また、介助の

方がいらっしゃる場合は、その方のお名前も併せてお書き添えください。 

 

６ その他 

（１）諸般の事情により、会議開催日が変更または会議が中止される場合があります。 

 

                担当：鳥取労働局 労働基準部 賃金室 

                   電話 ０８５７－２９－１７０５
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                              （別添） 

 

鳥取地方最低賃金審議会傍聴にあたっての遵守事項 

傍聴される方の注意事項 

 

１ 傍聴整理券番号と同じ番号席に着席し、みだりに自席を離れないようにして

ください。 

 

２ 事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。  

 

３ 携帯電話等の電源は必ず切って傍聴してください。  

 

４ 写真撮影やビデオカメラ・テープレコーダー等の使用はご遠慮ください。  

 

５ 静粛を旨とし、審議の妨害となるような行為は慎んでください。  

 

６ 審議における言論に対し賛否を表明し、又は拍手をすることはできません。  

 

７ プラカード、こん棒、旗、旗ざお、のぼり、横断幕、拡声器等審議の進行を

妨げるおそれのあるものは会場内に持ち込めません。  

 

８ ヘルメット、はちまき、ゼッケン、腕章等は会場内で着用しないでください。  

 

９ 銃刀類その他の危険なものを持っている方、酒気を帯びている方、その他秩

序を乱すおそれがあると認められる方の傍聴はお断りいたします。  

 

10 その他、会長及び鳥取地方最低賃金審議会事務局職員の指示に従うようお

願いします。 

 

  なお、上記の事項に違反する行為を行なう者については、その者を退場させ

ることがあります。  

 
 

会議の傍聴にあたり、次の注意事項を遵守してください。 

これらをお守りいただけない場合は、退場していただくことがあります。 

 

１ 傍聴整理券番号と同じ傍聴席に着席し、みだりに自席を離れないようにして

ください。 

 

２ 事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。 
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３ 携帯電話等音の出る機器については、電源を切るか、マナーモードに設定してくだ

さい。 

 

４ 写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできません。 

 

５ 服装を整えて会場に入ってください。はちまき、ゼッケン、たすき、腕章等は着用

しないでください。 

 

６ 危険な物、旗、ヘルメット、ビラ、プラカード等は持ち込まないでください。 

 

７ 静粛を旨とし、意見を表明するなど議論の妨害になるような行為はしないでくださ

い。 

 

８ 委員等の言論に対し賛否を表明し、又は拍手をすることはできません。また、会議

開始前後の審議会委員等への要請、陳情等はお控えください。 

 

９ 飲食等はしないでください。 

 

10 途中での入退室はやむを得ない場合のみとします。 

 

11 酒気を帯びている方、その他秩序を乱すおそれがあると認められる方の傍聴はお

断りいたします。 

 

12 会場及び建物の警備上の理由により身分証明書をご提示いただくことがあります。 

 

13 会長（部会長）及び事務局職員の指示に従ってください 
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鳥取地方最低賃金審議会傍聴申込書 

 

 

 

   会議名    第○○○回鳥取地方最低賃金審議会（専門部会）  

   日  時    平成令和○○年○○月○○日（○）○○時○○分～  

○○時○○分  

 

 

 標記の審議会上記の会議について傍聴したく申し込みします。  

 

 

   所  属                         

 

   氏  名                         

 

   住  所                         

 

   連絡先   電話                     

 

        Ｆａｘメール                    

 

    車いす使用の有無   有 ・ 無 

     

    介助者の有無     有（介助者名           ） 
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                              別紙  ２  

 

 

第○○○回鳥取地方最低賃金審議会（専門部会）  

（平成令和○○年○○月○○日）傍聴人名簿  

番号  所  属  氏  名  住  所  電話番号  
連絡先  

 

１      

２      

３      

４      

５      

６      
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                              別紙  ３  

 

 

傍聴整理券  

 

第○○○回鳥取地方最低賃金審議会（専門部会）  

 

№○  

 

鳥取地方最低賃金審議会（専門部会）  
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                              別紙  ４  

 

 

退去要求  

 

審議会会議の妨げとなる行為をしておられる方に要

求します。  

あなたの行為は、審議会会議の秩序を乱し、会の進

行を妨げるものです。  

すみやかに会場外に退去してください。  

 

     平成令和○○年〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分  

 

       鳥取地方最低賃金審議会（専門部会）  

           会長（部会長）〇〇〇〇  

 

 

  

 

退去要求  

 

審議会会議の傍聴券がなく、入場を希望しておられ

る方に要求します。  

みなさんの行為は、審議会会議の秩序と静穏を害

し、審議会会議の進行を妨げるものです。  

すみやかに会場外に退去してください。  

 

     平成令和○○年〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分  

 

       鳥取地方最低賃金審議会（専門部会）  

           会長（部会長）〇〇〇〇  
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鳥取地方最低賃金審議会会議公開事務処理要領 

 

この事務処理要領は、鳥取地方最低賃金審議会及び専門部会の会議の公開に関し、鳥取地

方最低賃金審議会運営規程及び同審議会最低賃金専門部会運営規程の定めによるほか、そ

の具体的な取扱について定める。 

 

１ 事前対応 

（１）会議開催日の概ね 10 日前に以下について、鳥取労働局掲示板及びホームページに別

紙１により公示を行うこと。 

   ・日時 

   ・場所 

   ・議題 

   ・傍聴者定員 

   ・傍聴者募集要領等 

 申込締切は、会議開催日の２日前（（その日が閉庁日の場合はその直前の開庁日）まで

とする。 

（２）電話照会には公示以降対応すること。 

（３）申込締切時点で、申込者が募集人員をオーバーした場合は、事務局で無作為に抽選し

傍聴人を決定すること。 

（４）決定した傍聴人に対し会議開催日の１日前までに連絡すること。 

 

２ 当日の対応 

（１）別紙２により傍聴人名簿を作成の上、傍聴人に対し名簿と同一番号の傍聴整理券別紙

３を受付にて配布すること。傍聴席にも番号を振出し、傍聴人名簿と同一番号の傍聴席

に着席させること。 

（２）傍聴人に対して、「傍聴される方の注意事項」（別添）を配布すること。なお、注意事

項に反している者など妨害者に対しては、注意事項を説明の上、その行為を口答でやめ

させる他、必要に応じて別紙４の書面により退去要求を行うこと。 

（３）会議開会５分前に、傍聴人に対し、事務局から改めて注意事項の説明を行うこと。 
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別紙１ 

令和○年○月○日 

 

第○回鳥取地方最低賃金審議会（専門部会）の開催について 

 

標記の会議を下記のとおり開催します。 

傍聴を希望される方は、下記５の傍聴者募集要領によりお申し込みください。 

 

記 

１ 日時     令和○年○月○日（○）○時○分～ 

２ 場所     ○○○○○ 

３ 議題     ○○○○○ 

４ 傍聴者定員  若干名（抽選制） 

５ 傍聴者募集要領 

（１）傍聴を希望される方は、別添の傍聴申込書を記入して申込先にお申し込みください。 

〔申込先〕 

   〒680-8522 鳥取市富安２丁目 89-9 鳥取労働局（労働基準部（賃金室 

   メールアドレス：tottori-shingikai@mhlw.go.jp 

   ※電話でのお申し込みは御遠慮ください。 

（２）申込締切 

   令和○年○月○日（○）○時○分（必着） 

   会場の収容人数には限りがあるため、希望者が多数の場合には抽選となりますので

御了承ください。当落の御連絡を電話又は電子メールにて行います。 

   ※ 当日は、開催時刻の５分前までに上記の会議室に直接お越しください。入場の際、

受付にて本人確認をさせていただく場合がございますので、写真付身分証明書

（免許証、マイナンバーカード、社員証、パスポート等）を御持参ください。 

   ※ 車椅子で傍聴を希望される方は、その旨お書き添えください。また、介助の方が

いらっしゃる場合は、その方のお名前も併せてお書き添えください。 

６ その他 

（１）諸般の事情により、会議開催日が変更または会議が中止される場合があります。 

 

鳥取労働局（労働基準部（賃金室 

電話 0857-29-1705 
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（別添） 

傍聴される方の注意事項 

 

会議の傍聴にあたり、次の注意事項を遵守してください。 

これらをお守りいただけない場合は、退場していただくことがあります。 

 

１ 傍聴整理券番号と同じ番号席に着席し、みだりに自席を離れないようにしてください。 

 

２ 事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。 

 

３ 携帯電話等音の出る機器については、電源を切るか、マナーモードに設定してください。 

 

４ 写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできません。 

 

５ 服装を整えて会場に入ってください。はちまき、ゼッケン、たすき、腕章等は着用しな

いでください。 

 

６ 危険な物、旗、ヘルメット、ビラ、プラカード等は持ち込まないでください。 

 

７ 静粛を旨とし、意見を表明するなど議論の妨害になるような行為はしないでください。 

 

８ 委員等の言論に対し賛否を表明し、又は拍手をすることはできません。また、会議開始

前後の審議会委員等への要請、陳情等はお控えください。 

 

９ 飲食等はしないでください。 

 

10 途中での入退室はやむを得ない場合のみとします。 

 

11 酒気を帯びている方、その他秩序を乱すおそれがあると認められる方の傍聴はお断り

いたします。 

 

12 会場及び建物の警備上の理由により身分証明書をご提示いただくことがあります。 

 

13 会長（部会長）及び事務局職員の指示に従ってください。 
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傍聴申込書 

 

会議名   第○回鳥取地方最低賃金審議会（専門部会） 

日 時   令和○年○月○日（○）○時○分～ 

場 所   ○○○○○ 

 

上記の会議について傍聴したく申し込みます。 

 

所 属                                      

 

氏 名                                      

 

住 所                                      

 

連絡先  電話                                  

     メール                                 

 

 

車いす使用の有無    有 ・ 無 

 

介助者の有無      有 （介助者名           ） 
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別紙２ 

第○回鳥取地方最低賃金審議会（専門部会）（令和○年○月○日）傍聴人名簿 

 

番号 所属 氏名 住所 連絡先 

 

１ 

 

    

 

２ 

 

    

 

３ 

 

    

 

４ 

 

    

 

５ 
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別紙３ 

傍聴整理券 

第○回鳥取地方最低賃金審議会（専門部会） 

 

№○ 

 

鳥取地方最低賃金審議会（専門部会） 
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別紙４ 

退去要求 

会議の妨げとなる行為をしておられる方に要求します。 

あなたの行為は、会議の秩序を乱し、会議の進行を妨げるもの

です。すみやかに会場外に退去してください。 

令和○年〇月〇日〇時〇分 

鳥取地方最低賃金審議会（（専門部会） 

会長（部会長）〇〇〇〇 

 

退去要求 

会議の傍聴券がなく、入場を希望しておられる方に要求し （

ます。みなさんの行為は、会議の秩序と静穏を害し、会議の進行

を妨げるものです。すみやかに会場外に退去してください。 

令和○年〇月〇日〇時〇分 

鳥取地方最低賃金審議会（（専門部会） 

会長（部会長）〇〇〇〇 
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令
和
７
年
度
鳥
取
地
方
最
低
賃
金
審
議
会
開
催
実
績

番
号

月
日

開
始
時
刻

会
議
名

主
な
審
議
内
容

1
6
月
2
3
日
(月

)
1
3
:3
0

事
業
場
視
察
（
気
高
電
機
株
式
会
社
）

公
労
使
委
員
（
1
0
名
）
に
よ
る
視
察
の
実
施

2
7
月
7
日
(月

)
1
5
:0
0

第
１
回
公
益
委
員
会
議

令
和
７
年
度
の
審
議
会
運
営
等
に
つ
い
て

3
7
月
1
4
日
(月

)
1
3
:3
0
第
5
5
0
回
鳥
取
地
方
最
低
賃
金
審
議
会

県
最
低
賃
金
改
正
諮
問
、
同
専
門
部
会
設
置
等

4
7
月
3
1
日
(木

)
9
:3
0
第
5
5
1
回
鳥
取
地
方
最
低
賃
金
審
議
会

基
礎
調
査
結
果
報
告
、
特
定
最
低
賃
金
改
正
の
必
要
性
諮
問
、
同
専
門
部
会
設
置

5
7
月
3
1
日
(木

)
1
5
:3
0

第
１
回
鳥
取
県
最
低
賃
金
専
門
部
会

専
門
部
会
の
運
営
に
つ
い
て

6
8
月
1
日
(金

)
1
3
:5
5

第
２
回
鳥
取
県
最
低
賃
金
専
門
部
会

意
見
陳
述
、
改
正
審
議

7
8
月
4
日
(月

)
1
3
:5
4

第
３
回
鳥
取
県
最
低
賃
金
専
門
部
会

改
正
審
議

8
8
月
5
日
(火

)
1
3
:3
0

第
４
回
鳥
取
県
最
低
賃
金
専
門
部
会

目
安
伝
達
、
改
正
審
議

9
8
月
6
日
(水

)
1
5
:5
8

第
５
回
鳥
取
県
最
低
賃
金
専
門
部
会

ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
放
映
（
中
賃
会
長
）
、
改
正
審
議

1
0

8
月
7
日
(木

)
9
:3
0

第
６
回
鳥
取
県
最
低
賃
金
専
門
部
会

改
正
審
議

1
1

8
月
7
日
(木

)
1
7
:0
0

第
２
回
公
益
委
員
会
議

公
益
委
員
見
解
（
案
）
に
つ
い
て

1
2

8
月
8
日
(金

)
9
:3
0

第
７
回
鳥
取
県
最
低
賃
金
専
門
部
会

改
正
審
議
、
全
会
一
致
に
よ
る
議
決

1
3

8
月
8
日
(金

)
1
5
:0
0

第
３
回
公
益
委
員
会
議

公
益
委
員
見
解
（
最
終
案
）
に
つ
い
て

1
4

8
月
8
日
(金

)
1
8
:0
5
第
5
5
2
回
鳥
取
地
方
最
低
賃
金
審
議
会

県
最
低
賃
金
改
正
決
定
の
報
告

1
5

8
月
2
6
日
(火

)
9
:2
5
第
5
5
3
回
鳥
取
地
方
最
低
賃
金
審
議
会

異
議
審
議
、
議
決

1
6

9
月
1
0
日
(水

)
8
:5
3

第
１
回
特
定
最
低
賃
金
専
門
部
会
（
電
機
）

改
正
の
必
要
性
の
審
議
、
議
決

1
7

9
月
1
0
日
(水

)
1
0
:0
0

第
１
回
特
定
最
低
賃
金
専
門
部
会
（
各
商
）

改
正
の
必
要
性
の
審
議
、
議
決

1
8

9
月
1
0
日
(水

)
1
0
:5
5
第
5
5
4
回
鳥
取
地
方
最
低
賃
金
審
議
会

特
定
最
低
賃
金
改
正
の
必
要
性
の
審
議
、
議
決

1
9

3
月
1
3
日
(金

)
1
6
:0
0
第
5
5
5
回
鳥
取
地
方
最
低
賃
金
審
議
会

特
定
最
低
賃
金
意
向
表
明
等
に
つ
い
て
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事
業

場
視

察
　

1
3：

3
0

第
１

回
公

益
委

員
会

議
　

　
1
5
：0

0
　

①
第

55
0
回

鳥
取

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
　

　
　

1
3：

3
0

　
会

長
及

び
会

長
代

理
の

選
任

に
つ

い
て

　
審

議
会

、
議

事
録

、
会

議
資

料
の

公
開

と
議

事
録

の
確

認
に

つ
い

て

　
鳥

取
県

最
低

賃
金

改
正

決
定

に
つ

い
て

（諮
問

）

　
資

料
説

明
（
事

業
場

視
察

概
要

報
告

等
含

む
）

　
鳥

取
県

最
低

賃
金

専
門

部
会

の
設

置
に

つ
い

て

　
意

見
聴

取
の

方
法

に
つ

い
て

　
最

低
賃

金
審

議
会

令
第

6
条

第
5
項

の
適

用
に

つ
い

て

　
鳥

取
県

最
低

賃
金

改
正

に
係

る
要

請
の

報
告

②
第

55
1
回

鳥
取

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
　

　
9：

3
0

①
第

１
回

鳥
取

県
最

低
賃

金
専

門
部

会
　

　
15

:3
0

　
令

和
７

年
度

地
域

別
最

低
賃

金
額

改
定

の
目

安
に

つ
い

て
（状

況
報

告
）

　
部

会
長

、
部

会
長

代
理

の
選

出
に

つ
い

て

　
意

見
聴

取
結

果
に

つ
い

て
　

令
和

７
年

度
地

域
別

最
低

賃
金

額
改

定
の

目
安

に
つ

い
て

（状
況

報
告

）

　
最

低
賃

金
に

関
す

る
基

礎
調

査
結

果
等

に
つ

い
て

　
会

議
、

議
事

録
、

会
議

資
料

の
公

開
と

議
事

録
の

確
認

に
つ

い
て

　
特

定
（産

業
別

）最
低

賃
金

改
正

決
定

に
係

る
申

出
に

つ
い

て

　
特

定
（産

業
別

）最
低

賃
金

改
正

決
定

の
必

要
性

の
有

無
に

つ
い

て
（諮

問
）

②

　
令

和
７

年
度

地
域

別
最

低
賃

金
額

改
定

の
目

安
に

つ
い

て
（状

況
報

告
）

　
意

見
陳

述

③
第

３
回

鳥
取

県
最

低
賃

金
専

門
部

会
　

　
13

：5
4

　
令

和
７

年
度

地
域

別
最

低
賃

金
額

改
定

の
目

安
に

つ
い

て
（状

況
報

告
）

④
第

４
回

鳥
取

県
最

低
賃

金
専

門
部

会
　

　
13

：3
0

　
令

和
７

年
度

地
域

別
最

低
賃

金
額

改
定

の
目

安
に

つ
い

て
（伝

達
）

⑤
第

５
回

鳥
取

県
最

低
賃

金
専

門
部

会
　

　
15

：5
8

　
中

央
最

低
賃

金
審

議
会

会
長

か
ら

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
に

対
す

る
ビ

デ
オ

メ
ッ

セ
ー

ジ

　
鳥

取
県

最
低

賃
金

の
改

正
審

議

　
鳥

取
県

最
低

賃
金

の
改

正
審

議

8/
4(

月
)

　
8
/5

(火
)

　
8
/6

(水
)

　
　

　
　

　
「
鳥

取
県

最
低

賃
金

改
正

審
議

に
資

す
る

た
め

の
関

係
労

働
者

及
び

関
係

使
用

者
か

ら
の

意
見

発
表

者
の

募
集

」（
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
）

7/
31

（
木

）

7/
7
（月

）

  
  
令

和
７

年
度

 鳥
取

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
・
各

専
門

部
会

審
議

状
況

開
催

時
期

鳥
取

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
（６

回
）

地
域

別
最

低
賃

金
専

門
部

会
（県

最
賃

７
回

）

6/
23

（月
）

　
　

　
　

　
「
鳥

取
県

最
低

賃
金

専
門

部
会

委
員

候
補

者
推

薦
公

示
」（

公
示

期
間

：２
～

３
週

間
程

度
）

　
　

　
　

　
「
鳥

取
県

最
低

賃
金

の
改

正
決

定
に

係
る

関
係

労
使

の
意

見
聴

取
に

関
す

る
公

示
(最

低
賃

金
法

第
25

条
第

５
項

）」
（公

示
期

間
：公

示
の

日
か

ら
３

週
間

程
度

）

7/
14

（
月

）

　
　

　
　

 「
特

定
（産

業
別

）最
低

賃
金

専
門

部
会

委
員

候
補

者
推

薦
公

示
」
（
公

示
期

間
：２

～
３

週
間

程
度

）

8/
1(

金
)

第
２

回
鳥

取
県

最
低

賃
金

専
門

部
会

　
　

13
：5

5

　
鳥

取
県

最
低

賃
金

の
改

正
審

議

　
関

係
労

使
の

意
見

の
申

出
に

つ
い

て

　
鳥

取
県

最
低

賃
金

の
改

正
審

議
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第
２

回
公

益
委

員
会

議
　

　
 1

7：
0
0

⑥
第

６
回

鳥
取

県
最

低
賃

金
専

門
部

会
　

　
9：

30

　
鳥

取
地

方
最

低
賃

金
審

議
会

専
門

部
会

の
審

議
状

況
に

つ
い

て

　
公

益
委

員
見

解
（案

）
に

つ
い

て

第
３

回
公

益
委

員
会

議
　

　
1
5
：0

0
⑦

第
７

回
鳥

取
県

最
低

賃
金

専
門

部
会

　
　

9：
30

※
11

：2
0休

会
、

15
：3

7再
開

　
鳥

取
地

方
最

低
賃

金
審

議
会

専
門

部
会

の
審

議
状

況
に

つ
い

て
　

鳥
取

県
最

低
賃

金
の

改
正

審
議

　
公

益
委

員
見

解
（最

終
案

）に
つ

い
て

　
専

門
部

会
報

告
に

つ
い

て
（全

会
一

致
・６

条
５

項
適

用
）

③
第

55
2
回

鳥
取

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
　

　
18

：
05

　
改

正
決

定
に

つ
い

て
（
答

申
）

　
鳥

取
県

最
低

賃
金

専
門

部
会

報
告

に
つ

い
て

④
第

55
3
回

鳥
取

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
（異

議
審

）　
　

9
：
25

　
鳥

取
地

方
最

低
賃

金
審

議
会

の
意

見
に

関
す

る
公

示
の

結
果

に
つ

い
て

　
鳥

取
地

方
最

低
賃

金
審

議
会

の
意

見
に

関
す

る
異

議
の

申
出

に
つ

い
て

（
諮

問
）

　
鳥

取
地

方
最

低
賃

金
審

議
会

の
意

見
に

関
す

る
異

議
の

申
出

に
つ

い
て

（
答

申
）

鳥
取

県
最

低
賃

金
　

時
間

額
１

，
０

３
０

円
（７

３
円

引
上

げ
）

⑤
第

55
4
回

鳥
取

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
　

1
0
：5

5
①

第
１

回
電

気
機

械
器

具
等

最
低

賃
金

専
門

部
会

　
8：

53
①

第
１

回
各

種
商

品
小

売
業

最
低

賃
金

専
門

部
会

　
10

：0
0

　
特

定
（産

業
別

）最
低

賃
金

の
改

正
の

必
要

性
の

有
無

の
部

会
報

告
　

部
会

長
、

部
会

長
代

理
の

選
出

に
つ

い
て

　
　

部
会

長
、

部
会

長
代

理
の

選
出

に
つ

い
て

　
改

正
決

定
の

必
要

性
の

有
無

に
つ

い
て

（
答

申
）

　
会

議
、

議
事

録
、

会
議

資
料

の
公

開
と

議
事

録
の

確
認

に
つ

い
て

　
会

議
、

議
事

録
、

会
議

資
料

の
公

開
と

議
事

録
の

確
認

に
つ

い
て

　
改

正
決

定
の

必
要

性
の

審
議

　
改

正
決

定
の

必
要

性
の

審
議

　
専

門
部

会
報

告
に

つ
い

て
（
必

要
性

な
し

）
　

専
門

部
会

報
告

に
つ

い
て

（
必

要
性

な
し

）

⑥
第

55
5
回

鳥
取

地
方

最
低

賃
金

審
議

会
　

1
6
：0

0

　
特

定
（産

業
別

）最
低

賃
金

の
改

定
に

係
る

意
向

表
明

に
つ

い
て

　
令

和
８

年
度

の
最

低
賃

金
審

議
に

つ
い

て

　
令

和
８

年
度

の
事

業
場

視
察

に
つ

い
て

　
鳥

取
県

最
低

賃
金

の
改

正
審

議

8/
7(

木
)

8/
8(

金
)

8/
2
6(

火
)

・9
/4

（木
）　

官
報

公
示

・1
0/

4（
土

） 
効

力
発

生

　
　

　
　

 「
改

正
鳥

取
県

最
賃

異
議

申
出

公
示

」（
公

示
期

間
：
公

示
の

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
５

日
を

経
過

す
る

日
ま

で
）＜

異
議

申
出

あ
り

＞

特
定

（
産

業
別

）
最

低
賃

金
専

門
部

会

電
気

機
械

器
具

等
最

低
賃

金
（１

回
）

各
種

商
品

小
売

業
最

低
賃

金
（１

回
）

9/
1
0(

水
)

3/
1
3(

金
)

33



34



年
 
度

 
別

 
最

 
低

 
賃

 
金

 
改

 
正

 
一

 
覧

 
表

平
成

2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

時
 
間

 額
71

5円
73

8円
76

2円
79

0円
79
2円

82
1円

85
4円

90
0円

95
7円

1,
03

0円

引
上

げ
額

22
円

23
円

24
円

28
円

2円
29

円
33

円
46

円
57

円
73

円

引
上

げ
率

3.
17

%
3.

22
%

3.
25

%
3.

67
%

0.
25

%
3.

66
%

4.
02

%
5.

39
%

6.
33

%
7.

63
%

影
 
響

 率
5.

51
%

9.
39

%
10

.3
0%

8.
79

%
4.

46
%

14
.6

5%
17

.6
0%

15
.0

3%
27

.0
0%

30
.2

2
%

発
 
効

 日
H
28

.1
0.

12
H
29

.1
0.

6
H
30

.1
0.

5
R元

.1
0.

5
R2

.1
0.

2
R3

.1
0.

6
R4

.1
0.

6
R5

.1
0.

5
R6

.1
0.

5
R7

.1
0.

4

平
成

2
8
年

度
平

成
2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

時
 
間

 額
76

4円
77

4円
79

0円
80

7円
80
9円

82
5円

85
9円

90
6円

96
3円

96
3円

引
上

げ
額

11
円

10
円

16
円

17
円

2円
16

円
34

円
47

円
57

円
改
正
審
議
な
し

引
上

げ
率

1.
46

%
1.

31
%

2.
07

%
2.

15
%

0.
25

%
1.

98
%

4.
12

%
5.

47
%

6.
29

%

影
 
響

 率
15

.1
4%

16
.4

9%
13

.1
4%

19
.8

8%
7.

20
%

20
.7

8%
26

.6
0%

29
.9

4%
33

.2
5%

県
最

賃
比

率
10

6.
85

%
10

4.
88

%
10

3.
67

%
10

2.
15

%
10

2.
15

%
10

0.
49

%
10

0.
59

%
10

0.
67

%
10

0.
63

%

発
 
効

 日
H
28

.1
2.

22
H
30

.1
.1

1
H
30

.1
2.

28
R元

.1
2.

28
R2

.1
2.

30
R3

.1
2.

17
R4

.1
2.

17
R5

.1
2.

17
R6

.1
2.

19

時
 
間

 額
71

8円
71

8円
71

8円
71

8円
71

8円
71

8円
71

8円
90

2円
90

2円
90

2円

引
上

げ
額

8円
改
正
審
議
な
し

改
正
審
議
な
し

改
正
審
議
な
し

改
正
審
議
な
し

改
正
審
議
な
し

改
正
審
議
な
し

18
4円

改
正
審
議
な
し

改
正
審
議
な
し

引
上

げ
率

1.
13

%
25

.6
3%

影
 
響

 率
0.

00
%

18
.5

5%

県
最

賃
比

率
10

0.
42

%
10

0.
22

%

発
 
効

 日
H
28

.1
2.

17
R5

.1
2.

15

 
鳥

取
県

最
低

賃
金

 
産

業
別

最
低

賃
金

鳥
取
県
電
子
部
品
・
デ

バ
イ
ス
・
電
子
回
路
、
電

気
機
械
器
具
、
情
報
通
信

機
械
器
具
製
造
業
最
低
賃

金

鳥
取
県
各
種
商
品
小
売

業
最
低
賃
金
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7
1
5
円

7
3
8
円

7
6
2
円

7
9
0
円

7
9
2
円

8
2
1
円

8
5
4
円

9
0
0
円

9
5
7
円

1
0
3
0
円

7
6
4
円

7
7
4
円

7
9
0
円

8
0
7
円

8
0
9
円

8
2
5
円

8
5
9
円

9
0
6
円

9
6
3
円

9
6
3
円

7
1
8
円

7
1
8
円

7
1
8
円

7
1
8
円

7
1
8
円

7
1
8
円

7
1
8
円

9
0
2
円

9
0
2
円

9
0
2
円

6
5
0
円

7
0
0
円

7
5
0
円

8
0
0
円

8
5
0
円

9
0
0
円

9
5
0
円

1
0
0
0
円

1
0
5
0
円

平
成
28
年
度

平
成
29
年
度

平
成
30
年
度

令
和
元
年
度

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

令
和
５
年
度

令
和
６
年
度

令
和
７
年
度

鳥
取
県
の
最
低
賃
金
額 鳥
取
県
最
低
賃
金

電
気
機
械
器
具
等
製
造
業
最
低
賃
金

各
種
商
品
小
売
業
最
低
賃
金
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鳥取労働局

都道府県名 ランク 目安額 引上げ額【円】 目安差額 発効年月日

北海道 B 63 1,075 (1,010) 65 2 2025年10月4日

青　森 C 64 1,029 (953) 76 12 2025年11月21日

岩　手 C 64 1,031 (952) 79 15 2025年12月1日

宮　城 B 63 1,038 (973) 65 2 2025年10月4日

秋　田 C 64 1,031 (951) 80 16 2026年3月31日

山　形 C 64 1,032 (955) 77 13 2025年12月23日

福　島 B 63 1,033 (955) 78 15 2026年1月1日

茨　城 B 63 1,074 (1,005) 69 6 2025年10月12日

栃　木 B 63 1,068 (1,004) 64 1 2025年10月1日

群　馬 B 63 1,063 (985) 78 15 2026年3月1日

埼　玉 A 63 1,141 (1,078) 63 0 2025年11月1日

千　葉 A 63 1,140 (1,076) 64 1 2025年10月3日

東  京 A 63 1,226 (1,163) 63 0 2025年10月3日

神奈川 A 63 1,225 (1,162) 63 0 2025年10月4日

新　潟 B 63 1,050 (985) 65 2 2025年10月2日

富　山 B 63 1,062 (998) 64 1 2025年10月12日

石　川 B 63 1,054 (984) 70 7 2025年10月8日

福　井 B 63 1,053 (984) 69 6 2025年10月8日

山　梨 B 63 1,052 (988) 64 1 2025年12月1日

長  野 B 63 1,061 (998) 63 0 2025年10月3日

岐　阜 B 63 1,065 (1,001) 64 1 2025年10月18日

静　岡 B 63 1,097 (1,034) 63 0 2025年11月1日

愛　知 A 63 1,140 (1,077) 63 0 2025年10月18日

三　重 B 63 1,087 (1,023) 64 1 2025年11月21日

滋　賀 B 63 1,080 (1,017) 63 0 2025年10月5日

京　都 B 63 1,122 (1,058) 64 1 2025年11月21日

大　阪 A 63 1,177 (1,114) 63 0 2025年10月16日

兵　庫 B 63 1,116 (1,052) 64 1 2025年10月4日

奈　良 B 63 1,051 (986) 65 2 2025年11月16日

和歌山 B 63 1,045 (980) 65 2 2025年11月1日

鳥　取 C 64 1,030 (957) 73 9 2025年10月4日

島　根 B 63 1,033 (962) 71 8 2025年11月17日

岡　山 B 63 1,047 (982) 65 2 2025年12月1日

広　島 B 63 1,085 (1,020) 65 2 2025年11月1日

山　口 B 63 1,043 (979) 64 1 2025年10月16日

徳　島 B 63 1,046 (980) 66 3 2026年1月1日

香　川 B 63 1,036 (970) 66 3 2025年10月18日

愛　媛 B 63 1,033 (956) 77 14 2025年12月1日

高　知 C 64 1,023 (952) 71 7 2025年12月1日

福　岡 B 63 1,057 (992) 65 2 2025年11月16日

佐　賀 C 64 1,030 (956) 74 10 2025年11月21日

長　崎 C 64 1,031 (953) 78 14 2025年12月1日

熊　本 C 64 1,034 (952) 82 18 2026年1月1日

大　分 C 64 1,035 (954) 81 17 2026年1月1日

宮　崎 C 64 1,023 (952) 71 7 2025年11月16日

鹿児島 C 64 1,026 (953) 73 9 2025年11月1日

沖　縄 C 64 1,023 (952) 71 7 2025年12月1日

1,121 (1,055) 66 － －
　　※　括弧内の数字は改定前の地域別最低賃金額

最低賃金額【円】 (※)

全国加重平均

令和７年度　地域別最低賃金　改定状況
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令和７年度　特定最低賃金の審議・決定状況 令和８年１月15日時点

処理牛乳・乳飲料、乳製品、砂糖・でんぷん糖類製造業 1,113 令和7年12月1日

鉄鋼業 1,165 令和7年12月1日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,116 令和7年12月1日

船舶製造・修理業、船体ブロック製造業 1,105 令和7年12月1日

鉄鋼業 1,109 令和7年12月21日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,045 令和7年12月21日

百貨店、総合スーパーマーケット、その他の各種商品小売業 956 (※) 令和6年12月21日

自動車小売業 963 (※) 令和6年12月21日

鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 1,072 令和8年1月15日

光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 1,052 令和8年2月1日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,039 令和8年1月15日

百貨店，総合スーパー 800 (※) 平成30年12月28日

各種商品小売業 767 (※) 平成28年12月11日

自動車小売業 1,068 令和8年1月15日

鉄鋼業 1,125 令和7年12月15日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,077 令和7年12月15日

自動車小売業 1,101 令和7年12月15日

非鉄金属製錬・精製業 1,091 令和7年12月25日

電子部品・デバイス・電子回路、電池、電子応用装置、その他の電気機械器具、映像・音響機械器具、電子
計算機・同附属装置製造業

1,032 令和8年3月31日

自動車・同附属品製造業 1,060 令和8年3月31日

自動車（新車）、自動車部分品・附属品小売業 1,032 令和8年3月31日

ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、他に分類されないはん用機械・装置、化学機械・同装置、真空
装置・真空機器製造業

1,070 令和7年12月23日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,055 令和7年12月23日

自動車・同附属品製造業 1,070 令和7年12月23日

自動車整備業 1,017 (※) 令和6年12月25日

非鉄金属製造業 996 (※) 令和7年1月4日

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業 928 (※) 令和6年1月12日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 880 (※) 令和4年12月30日

輸送用機械器具製造業 1,005 (※) 令和6年12月21日

自動車小売業 1,098 令和8年1月8日

鉄鋼業 1,166 令和8年3月1日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,105 令和8年3月1日

計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レン
ズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業

1,115 令和8年3月19日

各種商品小売業 881 (※) 令和3年12月31日

効力
発生日

都道府県
地域別
最　 賃

業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　種
時間額
（円）

北 海 道 1,075

青 森 1,029

岩 手 1,031

宮 城 1,038

秋 田 1,031

山 形 1,032

福 島 1,033

茨 城 1,074

（注１） 地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、これらの最低賃金額のうち最高のものが適用されるため、表中「（※）」で示された特定最低賃金額については、地域
別最低賃金額が適用されます。
（注２）「茨城県計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器
具、時計・同部分品製造業最低賃金」は令和７年１月１５日現在における茨城県地方最低賃金審議会の答申内容を反映しています。
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効力
発生日

都道府県
地域別
最　 賃

業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　種
時間額
（円）

塗料製造業 1,159 令和7年12月31日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,070 令和7年12月31日

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械
器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業

1,104 令和7年12月31日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,105 令和7年12月31日

自動車・同附属品製造業 1,114 令和7年12月31日

各種商品小売業 874 (※) 令和2年12月31日

製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 1,131 令和8年1月1日

ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同部分品、金属加工機械、その他の生
産用機械・同部分品、事務用機械器具、サービス用・娯楽用機械器具製造業

1,120 令和8年1月1日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,120 令和8年1月1日

輸送用機械器具製造業 1,120 令和8年1月1日

非鉄金属製造業 1,161 令和7年12月1日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,168 令和7年12月1日

輸送用機械器具製造業 1,165 令和7年12月1日

光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 1,177 令和7年12月1日

各種商品小売業 849 (※) 平成28年12月1日

自動車小売業 1,152 令和7年12月1日

調味料製造業 889 (※) 平成29年12月25日

鉄鋼業 1,210 令和7年12月25日

はん用機械器具、生産用機械器具製造業 922 (※) 平成30年12月25日

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品
製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業

887 (※) 平成29年12月25日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,169 令和7年12月25日

各種商品小売業 848 (※) 平成28年12月25日

自動車（新車）小売業 922 (※) 平成30年12月25日

鉄鋼業 871 (※) 平成26年3月23日

はん用機械器具、生産用機械器具製造業 832 (※) 平成22年12月31日

業務用機械器具、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業 829 (※) 平成22年12月31日

自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業，舶用機関製造業、航空機・同附属品製造業 838 (※) 平成24年2月18日

塗料製造業 894 (※) 平成27年3月1日

鉄鋼業 874 (※) 平成26年3月15日

非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業 821 (※) 平成22年12月20日

ボイラ・原動機、ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、建設機械・鉱山機械、金属加工機械製造業 857 (※) 平成25年3月1日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 890 (※) 平成27年3月1日

輸送用機械器具製造業 855 (※) 平成25年3月1日

自動車小売業 842 (※) 平成23年12月21日

栃 木 1,068

群 馬 1,063

埼 玉 1,141

千 葉 1,140

東 京 1,226

神 奈 川 1,225

（注１） 地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、これらの最低賃金額のうち最高のものが適用されるため、表中「（※）」で示された特定最低賃金額については、地域
別最低賃金額が適用されます。
（注２）「茨城県計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器
具、時計・同部分品製造業最低賃金」は令和７年１月１５日現在における茨城県地方最低賃金審議会の答申内容を反映しています。
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効力
発生日

都道府県
地域別
最　 賃

業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　種
時間額
（円）

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,005 (※) 令和5年12月27日

各種商品小売業 932 (※) 令和5年12月30日

自動車（新車）、自動車部分品・附属品小売業 1,053 令和7年12月14日

アルミニウム第２次製錬・精製業、アルミニウム・同合金圧延業、アルミニウム・同合金鋳物、アルミニウム・
同合金ダイカスト、金属製サッシ・ドア、建築用金属製品、アルミニウム・同合金プレス製品製造業

781 (※) 平成27年12月26日

玉軸受・ころ軸受、他に分類されないはん用機械・装置、トラクタ、金属工作機械、機械工具、ロボット、自動
車・同附属品製造業

1,035 (※) 令和6年12月27日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,002 (※) 令和6年12月26日

百貨店、総合スーパーマーケット 1,003 (※) 令和6年12月26日

自動車（新車）小売業 769 (※) 平成23年1月20日

綿紡績、化学繊維紡績、毛紡績、その他の紡績、染色整理、綱、漁網、網地製造業 782 (※) 平成29年12月31日

洋食器・刃物・手道具・金物類、金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等、その他の金属
製品製造業

763
6,102

(※)
(日額)

平成11年12月26日

金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等、その他の金属製品、はん用機械器具、生産用
機械器具、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具製造業

1,090 令和7年12月31日

電子部品・デバイス・電子回路、民生用電気機械器具、電子応用装置、情報通信機械器具製造業 1,064 令和7年12月31日

自動車・同附属品、自転車・同部分品製造業 1,090 令和7年12月31日

百貨店、総合スーパーマーケット 1,060 令和7年12月31日

紡績業，化学繊維、織物、染色整理業 830 (※) 令和元年12月24日

繊維機械、金属加工機械製造業 933 (※) 令和5年12月24日

電子デバイス、電子部品、記録メディア、電子回路、ユニット部品、その他の電子部品・デバイス・電子回路、発電用・送
電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、電子応用装置、通信機械器具・同関連機械器具、映像・音響機械
器具製造業

857 (※) 令和元年12月24日

百貨店，総合スーパー 840 (※) 令和2年12月24日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,100 令和8年2月15日

自動車・同附属品製造業 1,089 令和8年3月1日

印刷、製版業 850 (※) 令和元年12月31日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、自動車・同附属品、船舶製造・修理業、舶用機関製
造業

1,105 令和7年12月28日

計量器・測定器・分析機器・試験機、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバ
イス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品、眼鏡製造業

1,095 令和8年1月1日

各種商品小売業 950 (※) 令和5年12月31日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 965 (※) 令和5年12月21日

自動車・同附属品製造業 1,117 令和7年12月21日

航空機・同附属品製造業 1,049 (※) 令和6年12月21日

パルプ・紙・加工紙製造業 786 (※) 平成27年12月31日

タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業 915 (※) 令和3年12月20日

鉄鋼、非鉄金属製造業 1,117 令和7年12月21日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 1,133 令和7年12月21日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,042 (※) 令和6年12月21日

各種商品小売業 886 (※) 令和元年12月21日

新 潟 1,050

富 山 1,062

石 川 1,054

福 井 1,053

山 梨 1,052

長 野 1,061

岐 阜 1,065

静 岡 1,097

（注１） 地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、これらの最低賃金額のうち最高のものが適用されるため、表中「（※）」で示された特定最低賃金額については、地域
別最低賃金額が適用されます。
（注２）「茨城県計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器
具、時計・同部分品製造業最低賃金」は令和７年１月１５日現在における茨城県地方最低賃金審議会の答申内容を反映しています。
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効力
発生日

都道府県
地域別
最　 賃

業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　種
時間額
（円）

染色整理業 732 (※) 平成20年12月16日

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1,175 令和7年12月16日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 968 (※) 令和3年12月16日

計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 875 (※) 平成29年12月16日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 901 (※) 平成30年12月16日

輸送用機械器具製造業 1,146 令和7年12月16日

各種商品小売業 847 (※) 平成28年12月16日

自動車（新車）、自動車部分品・付属品小売業 800 (※) 平成19年12月16日

自動車（新車）小売業 943 (※) 令和2年12月16日

ガラス・同製品製造業 923 (※) 令和3年12月21日

銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄、鋳鉄管製造業
739

5,907
(※)
(日額)

平成10年12月15日

電線・ケーブル製造業 1,097 令和7年12月21日

洋食器・刃物・手道具・金物類製造業 843 (※) 平成27年12月20日

一般機械器具製造業 762 (※) 平成15年12月15日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,031 (※) 令和6年12月21日

建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業、産業用運搬
車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業

1,111 令和7年12月21日

紡績業，化学繊維製造業、その他の織物業、染色整理業、繊維粗製品製造業、その他の繊維製品製造業 789 (※) 平成28年12月30日

ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業 1,099 令和7年12月28日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,114 令和7年12月28日

計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器
具、情報通信機械器具製造業

1,105 令和7年12月28日

自動車・同附属品製造業 1,115 令和7年12月28日

各種商品小売業 840 (※) 平成30年12月29日

金属素形材製品、ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 933 (※) 令和元年12月22日

ポンプ・圧縮機器製造業、一般産業用機械・装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業、繊維機械製造業、生活関連産業用機械製造業、
基礎素材産業用機械製造業、金属加工機械製造業、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業、
事務用機械器具製造業、サービス用・娯楽用機械器具製造業、建設機械・鉱山機械製造業

822 (※) 平成20年12月21日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,136 令和8年1月24日

輸送用機械器具、建設機械・鉱山機械製造業 1,076 (※) 令和7年1月19日

各種商品小売業 938 (※) 令和4年1月26日

自動車（新車）小売業 939 (※) 令和4年1月26日

塗料製造業 1,191 令和7年12月4日

鉄鋼業 1,185 令和7年12月1日

非鉄金属・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業 1,180 令和7年12月1日

はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、暖房・調理等装置、配管工事
用附属品、金属線製品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業

1,197 令和7年12月1日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,197 令和7年12月4日

自動車・同附属品製造業 1,194 令和7年12月1日

自動車小売業 993 (※) 令和3年12月1日

愛 知 1,140

三 重 1,087

滋 賀 1,080

京 都 1,122

大 阪 1,177

（注１） 地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、これらの最低賃金額のうち最高のものが適用されるため、表中「（※）」で示された特定最低賃金額については、地域
別最低賃金額が適用されます。
（注２）「茨城県計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器
具、時計・同部分品製造業最低賃金」は令和７年１月１５日現在における茨城県地方最低賃金審議会の答申内容を反映しています。
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効力
発生日

都道府県
地域別
最　 賃

業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　種
時間額
（円）

繊維工業 800 (※) 平成28年3月1日

塗料製造業 1,158 令和7年12月1日

鉄鋼業 1,180 令和7年12月1日

はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業 1,150 令和7年12月1日

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 1,117 令和7年12月1日

電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業 1,117 令和7年12月1日

輸送用機械器具製造業 1,188 令和7年12月1日

各種商品小売業 797 (※) 平成28年2月1日

自動車小売業 963 (※) 令和4年12月1日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 905 (※) 令和3年12月29日

電子部品・デバイス・電子回路、発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、民生用電
気機械器具製造業

891 (※) 令和3年12月29日

自動車小売業 892 (※) 令和3年12月29日

木材・木製品・家具・装備品製造業
816

6,527
(※)
(日額)

平成元年1月25日

鉄鋼業 1,170 令和7年12月30日

百貨店，総合スーパー 869 (※) 令和3年12月30日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 963 (※) 令和6年12月19日

各種商品小売業 902 (※) 令和5年12月15日

製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業 1,163 令和7年12月13日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,134 令和7年12月19日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,058 令和7年12月14日

自動車・同附属品製造業 1,094 令和7年12月28日

百貨店，総合スーパー 905 (※) 令和5年12月28日

自動車（新車）小売業 1,069 令和7年11月26日

耐火物製造業 1,074 令和8年2月4日

鉄鋼業 1,166 令和7年12月27日

空気圧縮機・ガス圧縮機・送風機、家庭用エレベータ、冷凍機・温湿調整装置、玉軸受・ころ軸受、農業用機械、縫製機
械、生活関連産業用機械、基礎素材産業用機械、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、真空装置・真空機器、
他に分類されない生産用機械・同部分品、事務用機械器具、サービス用・娯楽用機械器具製造業

1,103 令和8年1月17日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,090 令和8年1月4日

自動車・同附属品製造業 1,083 令和8年1月21日

船舶製造・修理業、舶用機関製造業 1,159 令和8年1月1日

各種商品小売業 933 (※) 令和6年1月10日

兵 庫 1,116

奈 良 1,051

和 歌 山 1,045

鳥 取 1,030

島 根 1,033

岡 山 1,047

（注１） 地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、これらの最低賃金額のうち最高のものが適用されるため、表中「（※）」で示された特定最低賃金額については、地域
別最低賃金額が適用されます。
（注２）「茨城県計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器
具、時計・同部分品製造業最低賃金」は令和７年１月１５日現在における茨城県地方最低賃金審議会の答申内容を反映しています。

43



効力
発生日

都道府県
地域別
最　 賃

業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　種
時間額
（円）

製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業 1,179 令和7年12月31日

建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業 1,052 (※) 令和7年2月21日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,070 (※) 令和6年12月31日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,110 令和7年12月31日

自動車・同附属品製造業 1,105 令和7年12月31日

船舶製造・修理業、舶用機関製造業 1,080 (※) 令和7年2月21日

各種商品小売業 903 (※) 令和3年12月31日

自動車小売業 1,038 (※) 令和7年2月21日

鉄鋼業、非鉄金属精錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業 1,180 令和7年12月15日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,032 (※) 令和6年12月15日

輸送用機械器具製造業 1,141 令和7年12月15日

百貨店、総合スーパーマーケット 1,000 (※) 令和6年12月15日

造作材・合板・建築用組立材料製造業 876 (※) 令和3年12月21日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,134 令和8年1月1日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,105 令和8年1月1日

冷凍調理食品製造業 849 (※) 令和3年12月15日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,158 令和7年12月15日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,090 令和7年12月28日

船舶製造・修理業、舶用機関製造業 1,159 令和7年12月28日

パルプ、紙製造業 1,113 令和7年12月25日

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,114 令和7年12月25日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,107 令和7年12月25日

船舶製造・修理業、舶用機関製造業 1,136 令和7年12月25日

各種商品小売業 854 (※) 令和4年12月25日

電子部品・デバイス・電子回路、電子応用装置、映像・音響機械器具製造業 793 (※) 令和元年12月29日

一般貨物自動車運送業 910 (※) 平成19年6月2日

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1,176 令和7年12月10日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,137 令和7年12月10日

輸送用機械器具製造業 1,147 令和7年12月10日

百貨店、総合スーパーマーケット 1,065 令和8年2月1日

自動車(新車)小売業 1,131 令和7年12月10日

陶磁器・同関連製品製造業 957 (※) 令和6年12月21日

ポンプ・圧縮機器、一般産業用機械・装置、その他のはん用機械・同部分品、農業用機械、建設機械・鉱山機械、生活
関連産業用機械、基礎素材産業用機械、金属加工機械、半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置、その他の生産
用機械・同部分品製造業

1,010 (※) 令和6年12月20日

発電用・送電用・配電用電気機械器具、産業用電気機械器具、電球・電気照明器具、電池、その他の電気機械器具、
通信機械器具・同関連機械器具、電子計算機・同附属装置、電子デバイス、電子部品、記録メディア、電子回路、ユニッ
ト部品、その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業

996 (※) 令和6年12月19日

広 島 1,085

山 口 1,043

徳 島 1,046

香 川 1,036

愛 媛 1,033

高 知 1,023

福 岡 1,057

佐 賀 1,030

（注１） 地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、これらの最低賃金額のうち最高のものが適用されるため、表中「（※）」で示された特定最低賃金額については、地域
別最低賃金額が適用されます。
（注２）「茨城県計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器
具、時計・同部分品製造業最低賃金」は令和７年１月１５日現在における茨城県地方最低賃金審議会の答申内容を反映しています。
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効力
発生日

都道府県
地域別
最　 賃

業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　種
時間額
（円）

はん用機械器具、生産用機械器具製造業 875 (※) 令和元年12月7日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 864 (※) 令和3年12月29日

船舶製造・修理業，舶用機関製造業 875 (※) 令和元年11月29日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,063 令和8年1月1日

自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 1,074 令和8年1月1日

百貨店，総合スーパー 855 (※) 令和4年12月15日

鉄鋼業 1,176 令和7年12月25日

非鉄金属製造業 1,116 令和7年12月25日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,066 令和7年12月25日

自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 1,055 令和7年12月25日

各種商品小売業 716 (※) 平成28年12月25日

自動車(新車）小売業 1,061 令和7年12月25日

部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業 678 (※) 平成26年12月26日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 831 (※) 令和3年12月24日

各種商品小売業 705 (※) 平成27年12月24日

自動車（新車）小売業 927 (※) 令和5年12月20日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 842 (※) 令和3年12月17日

百貨店，総合スーパー 693 (※) 平成26年12月26日

自動車(新車）小売業 1,048 令和7年12月28日

糖類製造業 769 (※) 平成30年11月25日

新聞業 879 (※) 令和4年11月17日

各種商品小売業 770 (※) 平成30年11月23日

自動車(新車)小売業 770 (※) 平成30年11月18日

長 崎 1,031

鹿 児 島 1,026

沖 縄 1,023

熊 本 1,034

大 分 1,035

宮 崎 1,023

（注１） 地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、これらの最低賃金額のうち最高のものが適用されるため、表中「（※）」で示された特定最低賃金額については、地域
別最低賃金額が適用されます。
（注２）「茨城県計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器
具、時計・同部分品製造業最低賃金」は令和７年１月１５日現在における茨城県地方最低賃金審議会の答申内容を反映しています。
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意向表明時点における特定（産業別）最低賃金の適用労働者数及び適用使用者数 

 

１ 改正 

最低賃金の件名及び産業分類 適用使用者数 
適用労働者数 

〈基幹的労働者数〉 

鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、電気

機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 

181 件※① 6,873 人※① 

（184 件） （7,734 人） 

鳥取県各種商品小売業最低賃金 
９件※② 1,356 人※② 

（７件） （1,190 人） 

 ・（ ）内の数字は昨年度の数値 

 ※①令和３年経済センサス事業所母集団データベース（令和４年次フレーム確報）を基に、

事業場の成立及び廃止情報及び令和７年度実施の最低賃金基礎調査の情報により修正

して算出した。 

 ※②全数調査した結果及び令和７年度実施の最低賃金基礎調査等の情報により修正して

算出した。 
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別添１ 地域別最低賃金用

15日 8営業日 30日

→ → →

8月1日（土） 8月17日（月） 8月27日（木） 9月26日（土）

8月2日（日） 8月17日（月） 8月27日（木） 9月26日（土）

8月3日（月） 8月18日（火） 8月28日（金） 9月27日（日）

8月4日（火） 8月19日（水） 8月31日（月） 9月30日（水）

8月5日（水） 8月20日（木） 9月1日（火） 10月1日（木）

8月6日（木） 8月21日（金） 9月2日（水） 10月2日（金）

8月7日（金） 8月24日（月） 9月3日（木） 10月3日（土）

8月8日（土） 8月24日（月） 9月3日（木） 10月3日（土）

8月9日（日） 8月24日（月） 9月3日（木） 10月3日（土）

8月10日（月） 8月25日（火） 9月4日（金） 10月4日（日）

8月11日（火） 8月26日（水） 9月7日（月） 10月7日（水）

8月12日（水） 8月27日（木） 9月8日（火） 10月8日（木）

8月13日（木） 8月28日（金） 9月9日（水） 10月9日（金）

8月14日（金） 8月31日（月） 9月10日（木） 10月10日（土）

8月15日（土） 8月31日（月） 9月10日（木） 10月10日（土）

8月16日（日） 8月31日（月） 9月10日（木） 10月10日（土）

8月17日（月） 9月1日（火） 9月11日（金） 10月11日（日）

8月18日（火） 9月2日（水） 9月14日（月） 10月14日（水）

8月19日（水） 9月3日（木） 9月15日（火） 10月15日（木）

8月20日（木） 9月4日（金） 9月16日（水） 10月16日（金）

8月21日（金） 9月7日（月） 9月17日（木） 10月17日（土）

8月22日（土） 9月7日（月） 9月17日（木） 10月17日（土）

8月23日（日） 9月7日（月） 9月17日（木） 10月17日（土）

8月24日（月） 9月8日（火） 9月18日（金） 10月18日（日）

8月25日（火） 9月9日（水） 9月24日（木） 10月24日（土）

8月26日（水） 9月10日（木） 9月25日（金） 10月25日（日）

8月27日（木） 9月11日（金） 9月28日（月） 10月28日（水）

8月28日（金） 9月14日（月） 9月29日（火） 10月29日（木）

8月29日（土） 9月14日（月） 9月29日（火） 10月29日（木）

8月30日（日） 9月14日（月） 9月29日（火） 10月29日（木）

8月31日（月） 9月15日（火） 9月30日（水） 10月30日（金）

9月1日（火） 9月16日（水） 10月1日（木） 10月31日（土）

9月2日（水） 9月17日（木） 10月2日（金） 11月1日（日）

9月3日（木） 9月18日（金） 10月5日（月） 11月4日（水）

9月4日（金） 9月24日（木） 10月6日（火） 11月5日（木）

9月5日（土） 9月24日（木） 10月6日（火） 11月5日（木）

令和８年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（地域別最低賃金の場合）

※令和８年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(木）発効とするためには、８月５日（水）までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効
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別添１ 地域別最低賃金用

15日 8営業日 30日

→ → →

令和８年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（地域別最低賃金の場合）

※令和８年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(木）発効とするためには、８月５日（水）までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

9月6日（日） 9月24日（木） 10月6日（火） 11月5日（木）

9月7日（月） 9月24日（木） 10月6日（火） 11月5日（木）

9月8日（火） 9月24日（木） 10月6日（火） 11月5日（木）

9月9日（水） 9月24日（木） 10月6日（火） 11月5日（木）

9月10日（木） 9月25日（金） 10月7日（水） 11月6日（金）

9月11日（金） 9月28日（月） 10月8日（木） 11月7日（土）

9月12日（土） 9月28日（月） 10月8日（木） 11月7日（土）

9月13日（日） 9月28日（月） 10月8日（木） 11月7日（土）

9月14日（月） 9月29日（火） 10月9日（金） 11月8日（日）

9月15日（火） 9月30日（水） 10月13日（火） 11月12日（木）

9月16日（水） 10月1日（木） 10月14日（水） 11月13日（金）

9月17日（木） 10月2日（金） 10月15日（木） 11月14日（土）

9月18日（金） 10月5日（月） 10月16日（金） 11月15日（日）

9月19日（土） 10月5日（月） 10月16日（金） 11月15日（日）

9月20日（日） 10月5日（月） 10月16日（金） 11月15日（日）

9月21日（月） 10月6日（火） 10月19日（月） 11月18日（水）

9月22日（火） 10月7日（水） 10月20日（火） 11月19日（木）

9月23日（水） 10月8日（木） 10月21日（水） 11月20日（金）

9月24日（木） 10月9日（金） 10月22日（木） 11月21日（土）

9月25日（金） 10月13日（火） 10月23日（金） 11月22日（日）

9月26日（土） 10月13日（火） 10月23日（金） 11月22日（日）

9月27日（日） 10月13日（火） 10月23日（金） 11月22日（日）

9月28日（月） 10月13日（火） 10月23日（金） 11月22日（日）

9月29日（火） 10月14日（水） 10月26日（月） 11月25日（水）

9月30日（水） 10月15日（木） 10月27日（火） 11月26日（木）
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別添２　特定最低賃金用

15日 10営業日 30日

→ → →

9月1日（火） 9月16日（水） 10月5日（月） 11月4日（水）

9月2日（水） 9月17日（木） 10月6日（火） 11月5日（木）

9月3日（木） 9月18日（金） 10月7日（水） 11月6日（金）

9月4日（金） 9月24日（木） 10月8日（木） 11月7日（土）

9月5日（土） 9月24日（木） 10月8日（木） 11月7日（土）

9月6日（日） 9月24日（木） 10月8日（木） 11月7日（土）

9月7日（月） 9月24日（木） 10月8日（木） 11月7日（土）

9月8日（火） 9月24日（木） 10月8日（木） 11月7日（土）

9月9日（水） 9月24日（木） 10月8日（木） 11月7日（土）

9月10日（木） 9月25日（金） 10月9日（金） 11月8日（日）

9月11日（金） 9月28日（月） 10月13日（火） 11月12日（木）

9月12日（土） 9月28日（月） 10月13日（火） 11月12日（木）

9月13日（日） 9月28日（月） 10月13日（火） 11月12日（木）

9月14日（月） 9月29日（火） 10月14日（水） 11月13日（金）

9月15日（火） 9月30日（水） 10月15日（木） 11月14日（土）

9月16日（水） 10月1日（木） 10月16日（金） 11月15日（日）

9月17日（木） 10月2日（金） 10月19日（月） 11月18日（水）

9月18日（金） 10月5日（月） 10月20日（火） 11月19日（木）

9月19日（土） 10月5日（月） 10月20日（火） 11月19日（木）

9月20日（日） 10月5日（月） 10月20日（火） 11月19日（木）

9月21日（月） 10月6日（火） 10月21日（水） 11月20日（金）

9月22日（火） 10月7日（水） 10月22日（木） 11月21日（土）

9月23日（水） 10月8日（木） 10月23日（金） 11月22日（日）

9月24日（木） 10月9日（金） 10月26日（月） 11月25日（水）

9月25日（金） 10月13日（火） 10月27日（火） 11月26日（木）

9月26日（土） 10月13日（火） 10月27日（火） 11月26日（木）

9月27日（日） 10月13日（火） 10月27日（火） 11月26日（木）

9月28日（月） 10月13日（火） 10月27日（火） 11月26日（木）

9月29日（火） 10月14日（水） 10月28日（水） 11月27日（金）

9月30日（水） 10月15日（木） 10月29日（木） 11月28日（土）

10月1日（木） 10月16日（金） 10月30日（金） 11月29日（日）

10月2日（金） 10月19日（月） 11月2日（月） 12月2日（水）

10月3日（土） 10月19日（月） 11月2日（月） 12月2日（水）

10月4日（日） 10月19日（月） 11月2日（月） 12月2日（水）

10月5日（月） 10月20日（火） 11月4日（水） 12月4日（金）

10月6日（火） 10月21日（水） 11月5日（木） 12月5日（土）

令和８年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和８年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(火)発効とするためには、10月１日(木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効
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別添２　特定最低賃金用

15日 10営業日 30日

→ → →

令和８年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（特定(産業別)最低賃金の場合）

※令和８年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※12月1日(火)発効とするためには、10月１日(木)までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

10月7日（水） 10月22日（木） 11月6日（金） 12月6日（日）

10月8日（木） 10月23日（金） 11月9日（月） 12月9日（水）

10月9日（金） 10月26日（月） 11月10日（火） 12月10日（木）

10月10日（土） 10月26日（月） 11月10日（火） 12月10日（木）

10月11日（日） 10月26日（月） 11月10日（火） 12月10日（木）

10月12日（月） 10月27日（火） 11月11日（水） 12月11日（金）

10月13日（火） 10月28日（水） 11月12日（木） 12月12日（土）

10月14日（水） 10月29日（木） 11月13日（金） 12月13日（日）

10月15日（木） 10月30日（金） 11月16日（月） 12月16日（水）

10月16日（金） 11月2日（月） 11月17日（火） 12月17日（木）

10月17日（土） 11月2日（月） 11月17日（火） 12月17日（木）

10月18日（日） 11月2日（月） 11月17日（火） 12月17日（木）

10月19日（月） 11月4日（水） 11月18日（水） 12月18日（金）

10月20日（火） 11月4日（水） 11月18日（水） 12月18日（金）

10月21日（水） 11月5日（木） 11月19日（木） 12月19日（土）

10月22日（木） 11月6日（金） 11月20日（金） 12月20日（日）

10月23日（金） 11月9日（月） 11月24日（火） 12月24日（木）

10月24日（土） 11月9日（月） 11月24日（火） 12月24日（木）

10月25日（日） 11月9日（月） 11月24日（火） 12月24日（木）

10月26日（月） 11月10日（火） 11月25日（水） 12月25日（金）

10月27日（火） 11月11日（水） 11月26日（木） 12月26日（土）

10月28日（水） 11月12日（木） 11月27日（金） 12月27日（日）

10月29日（木） 11月13日（金） 11月30日（月） 12月30日（水）

10月30日（金） 11月16日（月） 12月1日（火） 12月31日（木）

10月31日（土） 11月16日（月） 12月1日（火） 12月31日（木）
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鳥取地方最低賃金審議会事業場視察実績 

○平成 29 年度：平成 29 年７月 31 日(月) 

  （午前中に視察、午後、本審と第 1回専門部会） 

 

  視察事業場  オリイ精機(株) （代表取締役 小林正昭） 

  所在地    鳥取市若葉台南７丁目４番３号 

  業務内容   プレス自動化装置等の製造 

  労働者数   39 人 

 

○平成 30 年度：平成 30 年７月 25 日(水) 

   （最最賃の諮問を行う審議会において事業場視察について決定、目安伝達を 

 行う審議会の前に実施・7月 2日に本審、25 日に視察、30 日に本審） 

 

  視察事業場   (株)吉谷機械製作所 （代表取締役 吉谷典雄） 

  所在地    鳥取市古海３５６－１ 

  業務内容   消防ポンプ自動車・消防用機械器具の製造販売等 

  労働者数   82 名 

 

○令和元年度：令和元年７月 17 日(水) 

   （最最賃の諮問を行う審議会において事業場視察について決定、目安伝達を 

 行う審議会の前に実施・7月 5日に本審、17 日に視察、8月 2日に本審） 

 

  視察事業場   (株)ファイナール （代表取締役会長 森下 辰夫） 

  所在地    鳥取市上味野１５番地 

  業務内容   健康食品、健康茶の委託製造 

  労働者数   82 名 

 

○令和２年度・令和３年度 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため中止 

 

○令和４年度：令和４年６月 17 日(金) 

   （令和４年４月中に全委員に対し、面談等により、本審開催前に事業場視察 

を公労使代表委員により実施することで了承、６月 17 日に視察実施、７月４ 

日本審にて報告） 

 

  視察事業場   (株)アキラス （代表取締役 河毛 寛） 

  所在地    鳥取市河原町今在家６００ 今在家工場 

  業務内容   食料品製造業 （弱電業務も実施） 

  労働者数   35 名 
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○令和５年度：令和５年６月 16 日(金) 

   （令和５年４月中に全委員に対し、面談等により、本審開催前に事業場視察 

を公労使代表委員により実施することで了承、６月 16 日に視察実施、７月７ 

日本審にて報告） 

 

  視察事業場   (株)エスマート（代表取締役社長 寺谷 淳） 

         エスマート鳥取南ＩＣ店（店長 横田秀美） 

  所在地    鳥取市河原町布袋 198-1 

  業務内容   各種食料品小売業 

  労働者数   498 名（企業全体） 

 

○令和６年度：令和６年６月 24 日(月) 

  （第 543 本審にて委員全員参加の方向性が示されたが、視察先業場との調 

整の結果、公労使代表委員により実施、７月１日本審にて報告） 

 

  視察事業場   (株)丸由（代表取締役 岡 周一） 

         丸由百貨店（店長 田中秀明） 

  所在地    鳥取市今町 2-151 

  業務内容   各種商品小売業 

  労働者数   111 名（企業全体） 

 

○令和７年度：令和７年６月 23 日(月) 

   （第 549 本審にて委員全員参加の方向性が示され実施、７月 14 日本審にて 

報告） 

 

  視察事業場  気高電機 (株)（代表取締役 羽馬好幸） 

  所在地    鳥取市気高町宝木 1561-8 

  業務内容   電気機械器具製造業 

  労働者数   209 名 
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物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱 

令和５年 11 月 29 日 

府 地 創 第 ３ ２ ７ 号 

令和５年 12 月 22 日 

一 部 改 正 

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 

一 部 改 正 

令和６年 12 月 17 日 

一 部 改 正 

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 

一 部 改 正 

令和７年５月 2 7 日 

一 部 改 正 

令和７年 12 月 16 日 

一 部 改 正 

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金について、基本的な枠組みを定め

る。 

第１ 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の目的 

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金は、「デフレ完全脱却のため

の総合経済対策」（令和５年 11 月２日閣議決定）に掲げる物価高から国民

生活を守るの事項、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済

対策」（令和６年 11 月 22 日閣議決定）に掲げる物価高の克服の事項又は

「「強い経済」を実現する総合経済対策」（令和７年11月21日閣議決定）

に掲げる生活の安全保障・物価高への対応の事項（以下「経済対策」とい

う。）についての対応として、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細

かに効果的・効率的で必要な事業を実施できるよう、地方公共団体が作成

した物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画（以下「実施計

画」という。）に基づく事業に要する費用に対し、国が交付金を交付する

ことにより、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者

や事業者の支援を通じた地方創生を図ることを目的とする。 
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2 

 

 

第２ 用語の定義 

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 

実施計画に基づく事業に要する費用のうち、エネルギー・食料品価格等

の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援に要する費用のうち地方

公共団体が負担する経費に充てるため、国が交付する交付金をいう。 

 

 

第３ 交付金の交付の対象 

 

１ 交付対象者 

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（以下「交付金」という。）

の交付対象者は、都道府県及び市町村（特別区を含む。以下同じ。）（以

下「地方公共団体」という。）とする。 

 

２ 交付対象事業  

交付金の交付対象事業は、次に掲げる基準に適合する事業とする。 

一 実施計画を作成する地方公共団体（以下「実施計画作成地方公共団

体」という。）が、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受け

た生活者や事業者の支援を通じた地方創生に資する事業（経済対策に対

応した事業）の実施に要する費用の全部又は一部を負担する地方単独事

業であること。 

二 地方公共団体の令和５年度予算、令和６年度予算若しくは令和７年度

に計上され実施される事業又は令和５年度予算、令和６年度予算若しく

は令和７年度予算に計上された予備費により実施される事業であるこ

と。 

三 令和５年４月１日以降に実施される事業であること。 

 

３ 交付対象経費 

交付金の交付対象経費は、交付対象事業に要する費用のうち実施計画作成

地方公共団体が負担する費用とする。 

 

 

第４ 交付限度額 

１ 地方公共団体ごとの交付限度額は、別紙１により算定される額とする。 
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２ 内閣総理大臣は、交付限度額を算定したときは、地方公共団体に通知す

るものとする。 

 

 

第５ 実施計画の作成及び提出等 

 

１ 実施計画の作成及び提出 

交付金の交付を受けようとする一の地方公共団体は、次に掲げる事項を

記載した実施計画を作成し、当該計画を内閣総理大臣に提出するものとす

る。 

一 実施計画作成地方公共団体の名称 

二 交付対象事業の名称及び事業の概要 

三 交付対象事業と経済対策との関係 

四 交付対象事業に要する費用及び交付対象経費 

五 事業実施期間 

六 その他必要な事項 

 

２ 実施計画の変更 

地方公共団体は、実施計画に変更が生じた場合には、別に定めるところ

により内閣総理大臣に報告するものとする。 

 

 ３ 交付対象事業の実施状況及びその効果の公表 

地方公共団体は、実施計画に基づき交付金を活用して実施した事業の実

施状況及びその効果を事業が完了した日の属する年度（以下「事業完了年

度」という。）の翌年度末までにインターネット等の利用により公表する

とともに、事業完了年度の翌々年度の４月末までに内閣総理大臣に公表の

完了を報告するものとする。 

 

 

第６ 配分計画の作成 

 

内閣総理大臣は、地方公共団体から第５の規定に基づく実施計画の提出

を受けた場合には、当該実施計画における交付対象経費について判断し、

内閣総理大臣が別に定める大臣（以下「交付担当大臣」という。）と協議

し、交付担当大臣が交付の事務を行うこととなる交付金の総額を明らかに

して、配分計画を作成する。この場合、各地方公共団体の交付金の総額

は、第４の１により算定される地方公共団体ごとの交付限度額以内となる
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ことを勘案して定めるものとする。ただし、特別区については、すべての

特別区の存する区域を一の市町村とみなして算出した交付限度額以内とな

ることを勘案して、すべての特別区分を合算した額として定めるものと

し、各特別区の交付金の総額については、別途都が定めるものとする。 

 

 

第７ 交付金予算額の移替え 

 

内閣総理大臣は、第６により作成した配分計画について、交付担当大臣

と連名で財務大臣の承認を得て、配分計画に基づき、交付金の予算を関係

行政機関へそれぞれ移し替えるものとする。 

 

 

第８ 交付金の交付 

 

交付金の交付事務は、交付担当大臣がその定めるところにより行う。 

 

 

第９ 関係行政機関の連携強化 

 

内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、実施計画の適正な実施のため、

交付金による事業の実施に係る情報の共有を図るものとする。 

 

 

第１０ その他 
 

この要綱に定めるもののほか、交付金の取扱いに関し必要な事項は、そ

の都度別に定めるものとする。 

 

附 則 

 この決定は、令和５年 11 月 29 日から施行する。 

 

附 則 

 この決定は、令和５年 12 月 22 日から施行する。 

 

附 則 

 この決定は、令和６年４月１日から施行する。 
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附 則 

 この決定は、令和６年 12 月 17 日から施行する。 

 

附 則 

 この決定は、令和７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この決定は、令和７年５月 27 日から施行する。 

 

附 則 

 この決定は、令和７年 12 月 16 日から施行する。  
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別紙１ 

 

 各地方公共団体の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に係る交付限度

額は、都道府県については以下の（１）、（11）、（13）及び（14）の算定額、市

町村分については以下の（１）から（14）の算定額の合計額とする。 

 

（１）令和５年 11 月 29 日限度額通知に係る分 

 

 ア 都道府県分 

 

以下の算式により算定した額とする。 

ただし、ウクライナからの避難民を受け入れている都道府県にあっては、

当該算定した額に令和５年 10 月 16 日時点におけるウクライナからの避難民

として別に通知する人数に係る分として以下の算式により別途算定した額を

加算した額とする。この場合において、ウクライナからの避難民として別に

通知する人数に係る分を算定するに当たっては、以下の算式中「人口×Ａ」

とあるのは「ウクライナからの避難民×Ａ」と、「事業所数×β×Ｄ＋人口

×Ｅ×Ｆ）×Ｇ」とあるのは「ウクライナからの避難民×400×Ｆ）」と読み

替えるものとする。 

 

算式 

840円×人口×Ａ×Ｂ×Ｃ×α＋660円×（事業所数×β×Ｄ＋人口×Ｅ

×Ｆ）×Ｇ×γ 

※840 円×人口×Ａ×Ｂ×Ｃ×α 及び 660 円×（事業所数×β×Ｄ＋人

口×Ｅ×Ｆ）×Ｇ×γ に五百円未満の端数があるときはその端数金額

を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を

千円とする。 

 

人口：国勢調査令（昭和 55 年政令第 98 号）によって調査した令和２年

10 月 1 日現在における当該団体の人口をいう。ただし、普通交付

税に関する省令（昭和 37 年自治省令第 17 号）附則第 21 条の規定

が適用される団体については、当該規定の適用後の人口をいう。 

   以下（11）ア、（13）ア及び（14）アにおいて同じ。 

 

事業所数：経済センサス活動調査規則（平成 23年総務省・経済産業省令

第１号）によって公表された令和３年度経済センサス活動調

査（甲調査）における事業所の数（事業内容等不詳の事業所

を除く。）をいう。以下同じ。 

 

算式の符号 

Ａ：次の表の都道府県区分に対応する率 
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（14）令和７年 12 月 16 日限度額通知に係る分 

 

 ア 都道府県分 

 

  以下の算式により算定した額とする。 

 

算式 

1,980 円×人口×Ａ×Ｂ×Ｃ×Ｄ×α＋2,270 円×（事業所数×β×Ｅ＋

人口×Ｆ×Ｇ）×Ｈ×Ｉ×γ 

※1,980円×人口×Ａ×Ｂ×Ｃ×Ｄ×α及び2,270円×（事業所数×β×

Ｅ＋人口×Ｆ×Ｇ）×Ｈ×Ｉ×γ に五百円未満の端数があるときはそ

の端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその

端数金額を千円とする。 

 

算式の符号 

Ａ：次の表の都道府県区分に対応する率 

都 道 府 県 区 分 率 

都道府県庁の置かれている市の消費者物価指数（総

合）の伸び率（令和６年10月分から令和７年９月分

までの2020年基準消費者物価指数（総務省において

作成する各月次の2020年基準消費者物価指数のうち

「総合」に係る指数をいう。）の合計数を令和５年

10 月分から令和６年９月分までの 2020 年基準消費

者物価指数の合計数で除して得た数（小数点以下第

五位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入

する。）から１を控除して得た数をいう。以下

（14）において同じ。）が 0.03242 以上の都道府県 

1.10 

都道府県庁の置かれている市の消費者物価指数（総

合）の伸び率が 0.03029 以上 0.03242 未満の都道府

県 

1.05 

都道府県庁の置かれている市の消費者物価指数（総

合）の伸び率が 0.03029 未満の都道府県 

1.00 

 

Ｂ：年少者人口割合×0.5＋高齢者人口割合×0.5 

小数点以下第三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。 

年少者人口割合：令和７年８月６日に総務省が公表した同年１月１

日における当該都道府県の住民基本台帳登載人口

に占める年少者住基人口の割合（小数点以下第三

位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入

する。）を、全国の住民基本台帳登載人口に占める

65



 

45 

 

年少者住基人口の割合（0.113）で除して得た数値

（小数点以下第三位未満の端数があるときは、そ

の端数を四捨五入する。）。 

 

高齢者人口割合：令和７年８月６日に総務省が公表した同年１月１

日における当該都道府県の住民基本台帳登載人口

に占める高齢者住基人口の割合（小数点以下第三

位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入

する。）を、全国の住民基本台帳登載人口に占める

高齢者住基人口の割合（0.289）で除して得た数値

（小数点以下第三位未満の端数があるときは、そ

の端数を四捨五入する。）。 

 

Ｃ：次の表の都道府県区分に対応する率（小数点以下第三位未満の端数

があるときは、その端数を四捨五入する。） 

都 道 府 県 区 分 率 

一人当たり県民所得が 2,712 千円未満の都道府県 1.4 

一人当たり県民所得が 2,712 千円以上 2,946 千円未

満の都道府県 

一人当たり

県民所得／

1,000× －

0.00171＋

6.03766 

一人当たり県民所得が 2,946 千円以上の都道府県 1.0 

 

Ｄ：当該都道府県の普通交付税に関する省令別表第四⑴に定める地域区

分に応ずる人口にそれぞれイ算式の符号Ｄに定める率を乗じて得た

数値の合計数を当該率を乗ずる前の数値で除して得た率（小数点以

下第三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。） 

 

α：別に定める乗率 

 

β：22.172930537 

 

Ｅ：次の表の都道府県区分に対応する率（小数点以下第三位未満の端数

があるときは、その端数を四捨五入する。） 

都 道 府 県 区 分 率 

中小企業割合が 0.99885 以上の都道府県 1.3 

中小企業割合が 0.99693 以上 0.99885 未満の都道府

県 

中小企業割

合×156.250 
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－154.770 

中小企業割合が 0.99693 未満の都道府県 1.0 

 

Ｆ：地方交付税法第 13条第４項第１号に規定する段階補正に係る係数に

準じて、超過累退又は超過累進の方法によって次の表に定める率を

用いて算定した数値を当該率を用いない率で算定した数値で除して

得た数値（小数点以下第三位未満の端数があるときは、その端数を

四捨五入する。） 

人口が 1,700,000 人以上のもの 

1,700,000 人                                         1.00 

1,700,000 人を超え 2,100,000 人までの数        0.33 

2,100,000 人を超え 2,500,000 人までの数        0.50 

2,500,000 人を超え 3,500,000 人までの数         0.63 

3,500,000 人を超え 5,000,000 人までの数               0.67 

5,000,000 人を超え 6,000,000 人までの数               0.56 

6,000,000 人を超え 8,000,000 人までの数            0.48 

8,000,000 人を超える数                               0.12 

人口が 1,700,000 人に満たないもの 

その団体の数値                                      1.00 

1,700,000人に満たない数が 300,000 人までの数       0.91 

同上 300,000 人を超え 600,000 人までの数              0.89 

同上 600,000 人を超え 900,000 人までの数              0.89 

同上 900,000 人を超える数                            0.83 

 

Ｇ：次の表の都道府県区分に対応する率（小数点以下第三位未満の端数

があるときは、その端数を四捨五入する。） 

都 道 府 県 区 分 率 

第一次産業就業者数割合が 0.078 以上の都道府県 1.3 

第一次産業就業者数割合が 0.034 以上 0.078 未満の

都道府県 

第一次産業

就業者数割

合×6.81896 

＋0.76816 

第一次産業就業者数割合が 0.034 未満の都道府県 1.0 

 

Ｈ：次の表の都道府県区分に対応する率（小数点以下第三位未満の端数

があるときは、その端数を四捨五入する。） 

都 道 府 県 区 分 率 

地域別最低賃金額改定の目安に対する引上げ額の割

合（令和５年度から令和７年度までの地域別最低賃

1.3 
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金の引上げ額（令和７年度に決定された地域別最低

賃金額から令和５年度に決定された地域別最低賃金

額を控除した額）を、中央最低賃金審議会が地方最

低賃金審議会に提示した令和６年度及び令和７年度

の地域別最低賃金額改定の目安の合計額で除して得

た数をいう。以下（14）アにおいて同じ。）が 1.25

以上の都道府県 

地域別最低賃金額改定の目安に対する引上げ額の割

合が 1.00 以上 1.25 未満の都道府県 

地域別最低

賃金額改定

の目安に対

する引上げ

額の割合×

1.200‐

0.200 

 

Ｉ：（1.21－財政力指数）×1.3＋0.2 

Ｉが 0.2を下回る場合には 0.2とし、1.4を上回る場合には 1.4とす

る。 

 

財政力指数：地方交付税法第 14 条の規定により算定した基準財政収入額

を同法第 11 条の規定により算定した基準財政需要額で除し

て得た数値で令和４年度、令和５年度及び令和６年度に係

るもの（小数点以下第二位未満の端数があるときは、その

端数を四捨五入する。）を合算したものの３分の 1 の数値を

いう（小数点以下第二位未満の端数があるときは、その端

数を四捨五入する。）。以下（14）において同じ。 

 

γ：別に定める乗率 

 

都道府県の交付限度額総額と各都道府県の算定額の合算額との間に差額が

あるときは、その差額を算定額の最も大きい都道府県の額に加算し、又はこ

れから減額する。 

 

イ 市町村分（食料品の物価高騰に対する特別加算分を含む。） 

 

以下の算式により算定した額とする。 

 

算式 

1,770円×人口×（Ａ×Ｂ×Ｃ×Ｄ×α＋Ａ’×Ｂ×Ｃ×β）＋2,030円
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×（事業所数×γ×Ｅ＋人口×Ｆ×Ｇ×Ｈ）×Ｉ×δ 

※1,770円×人口×Ａ×Ｂ×Ｃ×Ｄ×α、1,770円×人口×Ａ’×Ｂ×Ｃ

×β及び 2,030 円×（事業所数×γ×Ｅ＋人口×Ｆ×Ｇ×Ｈ）×Ｉ×

δに五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円

以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。 

※食料品の物価高騰に対する特別加算分は、1,770 円×人口×Ａ’×Ｂ

×Ｃ×βにより算定。 

 

算式の符号 

Ａ：次の表の市町村区分に対応する率 

市 町 村 区 分 率 

消費者物価指数（総合）の伸び率が 0.03242 以上の

都道府県庁所在市等 

1.10 

消費者物価指数（総合）の伸び率が 0.03029 以上

0.03242 未満の都道府県庁所在市等 

1.05 

消費者物価指数（総合）の伸び率が 0.03029 未満の

都道府県庁所在市等 

1.00 

※都道府県庁所在市等以外の市町村については、当該市町村の属す 

る都道府県のアの算式の符号Ａに規定する率とする。 

  

Ａ’：次の表の市町村区分に対応する率 

市 町 村 区 分 率 

消費者物価指数（食料）の伸び率（令和６年10月分

から令和７年９月分までの2020年基準消費者物価指

数（総務省において作成する各月次の2020年基準消

費者物価指数のうち「食料」に係る指数をいう。）

の合計数を令和５年10月分から令和６年９月分まで

の2020年基準消費者物価指数の合計数で除して得た

数（小数点以下第五位未満の端数があるときは、そ

の端数を四捨五入する。）から１を控除して得た数

をいう。以下（14）イにおいて同じ。）が0.06596以

上の都道府県庁所在市等 

1.10 

消費者物価指数（食料）の伸び率が 0.06074 以上

0.06596 未満の都道府県庁所在市等 

1.05 

消費者物価指数（食料）の伸び率が 0.06074 未満の

都道府県庁所在市等 

1.00 

※都道府県庁所在市等以外の市町村については、当該市町村の属す

る都道府県における都道府県庁の置かれている市の率とする。 

 

Ｂ：年少者人口割合×0.5＋高齢者人口割合×0.5 
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小数点以下第三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す 

る。 

年少者人口割合：令和７年８月６日に総務省が公表した同年１月１

日における当該市町村の住民基本台帳登載人口に

占める年少者住基人口の割合（小数点以下第三位

未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）を、全国の住民基本台帳登載人口に占める年

少者住基人口の割合（0.113）で除して得た数値

（小数点以下第三位未満の端数があるときは、そ

の端数を四捨五入する。）。 

 

高齢者人口割合：令和７年８月６日に総務省が公表した同年１月１

日における当該市町村の住民基本台帳登載人口に

占める高齢者住基人口の割合（小数点以下第三位

未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す

る。）を、全国の住民基本台帳登載人口に占める高

齢者住基人口の割合（0.289）で除して得た数値

（小数点以下第三位未満の端数があるときは、そ

の端数を四捨五入する。）。 

 

Ｃ：次の表の市町村区分に対応する率（小数点以下第三位未満の端数が

あるときは、その端数を四捨五入する。） 

市 町 村 区 分 率 

一人当たり地方税収が 109,415 円未満の市町村 1.4 

一人当たり地方税収が 109,415 円以上 260,271 円未

満の市町村 

一人当たり

地方税収／

1,000× －

0.00265＋

1.68995 

一人当たり地方税収が 260,271 円以上の市町村 1.0 

 

Ｄ：普通交付税に関する省令別表第四⑴に定める地域区分に応ずる次の

表に定める率 

４級地                                                  1.4 

３級地                                                  1.3 

２級地                                                  1.2 

１級地                          1.1 

無級地                          1.0 
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α：別に定める乗率 

 

β：1.371622578 

 

γ：22.870462212 

 

Ｅ：次の表の市町村区分に対応する率（小数点以下第三位未満の端数が

あるときは、その端数を四捨五入する。） 

市 町 村 区 分 率 

中小企業割合が 0.99975 以上の市町村 1.3 

中小企業割合が 0.99696 以上 0.99975 未満の市町村 中小企業割

合×107.527 

－106.200 

中小企業割合が 0.99696 未満の市町村 1.0 

 

Ｆ：地方交付税法第 13条第４項第１号に規定する段階補正に係る係数に

準じて、超過累退又は超過累進の方法によって次の表に定める率を

用いて算定した数値を当該率を用いない率で算定した数値で除して

得た数値（小数点以下第三位未満の端数があるときは、その端数を

四捨五入する。） 

人口が 100,000 人以上のもの 

100,000 人                                            1.00 

100,000 人を超え 250,000 人までの数           0.75 

250,000 人を超え 400,000 人までの数           0.67 

400,000 人を超え 1,000,000 人までの数           0.52 

1,000,000 人を超える数                                0.53 

人口が 100,000 人に満たないもの 

その団体の数値                                       1.00 

100,000 人に満たない数が 70,000 人までの数          0.11 

同上 70,000 人を超え 80,000 人までの数                 0.15 

同上 80,000 人を超え 88,000 人までの数                 0.14 

同上 88,000 人を超え 92,000 人までの数                 0.21 

同上 92,000 人を超え 96,000 人までの数                -0.43 

同上 96,000 人を超える数               -1.72 

 

Ｇ：次の表の市町村区分に対応する率（小数点以下第三位未満の端数が

あるときは、その端数を四捨五入する。） 

市 町 村 区 分 率 

第一次産業就業者数割合が 0.117 以上の市町村 1.3  
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第一次産業就業者数割合が 0.034 以上 0.117 未満の

市町村 

第一次産業

就業者数割

合×3.63636 

＋0.87636 

第一次産業就業者数割合が 0.034 未満の市町村 1.0 

 

Ｈ：次の表の市町村区分に対応する率 

市 町 村 区 分 率 

令和７年４月１日において、区域の全部又は一部が

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、

旧過疎地域自立促進特別措置法、離島振興法、沖縄

振興特別措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小

笠原諸島振興開発特別措置法、山村振興法又は半島

振興法の対象となっている市町村 

1.2 

その他の市町村 1.0 

 

Ｉ：（1.21－財政力指数）×1.1＋0.2 

Ｉが 0.2 を下回る場合には 0.2 とし、1.4 を上回る場合には 1.4 とす

る。 

 

δ：別に定める乗率 

 

市町村の交付限度額総額と各市町村の算定額の合算額との間に差額がある

ときは、その差額を算定額の最も大きい市町村の額に加算し、又はこれから

減額する。 
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  現在の位置：ホーム 県の組織と仕事 商工労働部 企業支援課 中小企業・小規模事業者への支援 持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金の募集

持 続 的 な 賃 上 げ ・ 生 産 性 向 上 支 援 補 助 金 の 募 集

募集概要

物価高騰による厳しい経営環境が続く中にあっても、一定水準以上の賃金引上げを行う県内中小企業者の生産性向上等を支援する「持続的
な賃上げ・生産性向上支援補助金」について、以下のとおり募集します。詳細は募集要領をご確認ください。

募集要領(pdf:815KB)　補助金交付要綱 (pdf:288KB)

※本補助金は、国の重点支援地方交付金を活用して実施しています。

昨年からの変更点等

ア　小規模企業者の補助金上限額の拡充

中小企業者に対する「大規模成長投資型」の補助金上限額を500万円から750万円に拡充

イ　賃上げ期間の柔軟な設定（継続）

賃上げの確認期間を令和６年10月以降とすることで、賃上げ期間を長く設定できるように措置

ウ　経営診断を支援メニューに追加

賃上げと生産性向上の好循環を創出するため、小規模企業者に対する経営診断を新たに追加。経営診断を受けた小規模企業者について
は補助率を引上げ

エ　その他

事業着手を認定日以降から申請日以降に変更

ただし、認定申請後に着手したものであっても、認定に係る審査の過程で補助対象事業（経費）として認められない場合がありますの
で、ご注意ください。

募集期間

令和8年6月30日まで
（事業期間（最長）：令和8年12月31日　実績報告期限：令和9年1月10日　※厳守）

申請方法

電子申請

https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=19777

郵送等

送付先　

鳥取県商工労働部企業支援課（鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金事務局）

〒680-8570　鳥取市東町1丁目220

  

認定申請に必要な書類等

ア 補助事業実施計画書（様式第１号） (docx:42KB)   記載例 (docx:58KB)

イ 賃金引上げ計画の計算書（様式第１号別記１） (xlsx:14KB)　記載例 (docx:32KB)

ウ 賃金引上げ・生産性向上経営計画書 (xlsx:15KB)（様式第２号別記２ ※大規模成長投資型のみ）

エ 直近（１期分）の決算書（※大規模成長投資型のみ）

オ 事業者の概要がわかる資料等（事業者の概要はパンフレット等でも可）

カ 補助事業内容が分かるもの（導入したい機械、システムの内容、展示会の内容、研修内容 等）

キ 基準期間の組織体制・従業員の数・配置を示した資料  資料イメージ (pptx:51KB)
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鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金 

 

【募集要領】 
 

 
募集期間について 

収益力強化型   ：令和８年１月２６日（月）から令和８年６月３０日（火）まで 

大規模成長投資型 ：令和８年１月２６日（月）から令和８年６月３０日（火）まで 

※ただし、予算がなくなり次第終了となります。 

認定時期（予定）について 

収益力強化型   ：随時 

大規模成長投資型 ：認定申請日の翌月下旬（審査会を毎月下旬に開催予定） 

※早期着手が必要な事業者は早めに申請してください。特に、大規模成長投資型については、

認定が翌月下旬となるため、事業期間を考慮してください。 

補助事業の実施期間について 

収益力強化型   ：認定申請日から令和８年１２月３１日（木）まで 

大規模成長投資型 ：認定申請日から令和８年１２月３１日（木）まで 

お問合せ・申請先について 

（お問合せ） 

鳥取県商工労働部企業支援課（鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金事務局） 

電話 ０８５７－２６－７９８８（平日９時から１７時） 

ファクシミリ ０８５７－２６－８０７８ 

電子メール ：kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp 

ホームページ：https://www.pref.tottori.lg.jp/318420.htm 

 

（申請先） 

電子申請：https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=19777 
 

（郵送・持参先） 

〒６８０－８５７０ 鳥取県鳥取市東町１丁目２２０  

鳥取県商工労働部企業支援課（鳥取県持続的な賃上げ・生産性向上支援補助金事務局） 

※本補助金は、国の重点支援地方交付金を活用して実施しています 

 

令和８年１月 

鳥取県商工労働部企業支援課  
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